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1　序

　ヨー・ッパにおける保険史あるいは保険法史に触れまたはこれを扱った

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1）
わが国の文献は，まさに汗牛充棟とも言うぺき程に多数にのぽる．しか

し，15世紀バルセ・ナにおいて定められた海上保険条例およぴこれに基

づく海上保険契約法理の研究は，同条例の有するきわめて大きな名声にも

　　　　　　　　　　　　2）
かかわらず，必ずしも多くはない．その原因としては，個々の契約の実体
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　　　　　　　　　　　　3）
を証する諸史料の未発見という・それこそ第一義的な研究環境の未整備に

よるところが大きかったと思われるのだが，この地において当時締結され

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4）
た個々の海上保険契約のおびただしい史料が乖時公刊され，また条例自身

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5）
についても，従来知られていないものが公けにされているから，かつての

状況は著しく改善されていることを素直に認めざるをえない・

　本稿嬬，これらの諸史料宇基礎に，15世紀バルセロナ条例施行下にお

ける海上保険契約について，特にその契約法理を考察しようとするもので

ある．

　そもそも紀元前3世紀カルタゴ人により造られたTaberの丘の町，こ

れがBarcus家にちなんで，Barc〈h）ino，後にBarc（h）inonaと呼ば

れたことに由来する，スペィン第二の都市バルセ・ナ（Barcelona）は，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6）
中世商業・経済史家およぴ海法史家の耳目を集めた地であったが，海上保

険史ないしは海上保険法史においても重要な地であること，周知の通りで

ある．かの有名なバルセロナ条例の定められた所だからである，

　バルセ・ナ条例の重要性はつとに指摘されているが，これについては，

加藤博士の言を掲げればそれで事足りるであろう。すなわち，バルセロナ

条例として従来知られている中で最も古い1435年条例はr世界最初の海

上保険〔条例〕といわれ，またその内容も最も充実し，……地中海法およ

び現代海上保険法の母法と称せられる，すなわち今日の海上保険法はこの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7）
Barcelona〔条例〕から一元的に発達したものといいうるのである」。r海

上保険なる経済制度は十四世紀の初頭，十字軍の結果経済的繁栄を齎得た

伊太利北部都市に於て発生を見たものが，早くより西班芽に伝り，バルセ

・ナに於てその……法が発達し，これが同国内に於ては勿論，コンソラー

ト・デル・マーレに附着して伊太利諸都市に広まり，かくしてバルセ・ナ

の〔条例〕はいつの間にか地中海諸港に於ける海上保険共通法たるの資絡

を得た。この共通法は十三，四〔世〕紀の頃よりの通商関係からして，一
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方・ンドンに移植されると共に，他方ブルージュ，アントワープに伝播し，

後者は更にハンブルグに伝って今日に於ける独逸海上保険法の基礎を築い

た．仏蘭西に於ては南方より直接西班牙法を継承した・殊に英国に於ては

その国民性の保守的なると実際的なるよりして，今尚，地中海より伝承せ

る保険約款を昔のままの姿にて使用し，時代に超然たるものがある。由是

観之，現代世界海上保険法は総てかの地中海普遍法たるバルセロナ〔条

例〕の地盤の上に築かれたものであることが分り，英法に於てはこの地盤

がそのまま露出してゐる有様である．従つて海上保険法史の研究といふこ

とは，これをつきつめていへば，バルセ・ナ〔条例〕の内容如何，又これ

が時所の変転に応じ如何なる変遷を見せたかといふことを探求するにあり

　　　　　　　　　　　　　　
といふも敢て不可なからうと思ふ」と，

　実際バルセロナ条例は，r完全な成熟にまで達すべく完成されるぺき繭

芽として，……イタリア〔初期〕・の諸条例が有さない程の活力に富む生命

　　　　　　　　
の諸要素を持って」おり，特にその中のバルセ・ナ三大条例と称される

1435年，1458年および1484年の条例はr保険契約のほぼすべての法的

要素を検討対象とし，保険契約が逸脱してはならない基本的要件をこの諸

条例に含ませることで，これを妥当な諸規範に服せしめるぺく努力してい

たのであ」って，「1435年から15世紀後半全般にわたる期間の保険契約

　　　　　　　　　　　　　　　　　　エの
法のほとんど完全な一覧を，我々に示してくれる」のであるから・加藤博

士の言もむぺなるかなである．

　バルセ・ナ条例がかかるものであったために，海上保険契約の法理もと

りわけこの頃に発展したと称してもあながち誤りではない・保険料前払原

則は1435年条例第11条の定め惹ところセあったし，委付制度の前身たる

　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ　　
推定（Prasumtion）あるいは擬制（Fiktion）制度は同第15条に定められ

ていた．このような例は二つに留まらない．

　それゆえ，条例およぴ個々の海上保険契約の諸史料に基づいて当時の同
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法理を研究するのだが，それについては，現代の理論構成に従って叙述す

ることとする一方，もとよリバルセ・ナ条例が突如として定められたわけ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12）
ではなく，その伏線となるぺきイタリア初期の保険条例が存在したから，

極力これとの関連にも配慮することにする．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13）
　今日わが国においてなお使用されている英文貨物保険証券の文言（Be

it　known　that……as　well　in　his　or　their　own　Name，as　for　an（i　in

the　Name　and　Names　of　all　an（i　every　other　Person　or　Persons　to

whom　the　same　doth，may，or　shall　appertain，in　part　or　in　a11，do

make　Insurance，and　hereby　cause　himself　or　themselves　and　them

andeveryofthem，tobelnsured，……）からも明らかなように，あまり

にも多く歴史の枷をはめられている海上保険契約においては，現行法規お

よぴ約款の解釈につき，往々にして本契約の歴史的経緯の探求が有益であ

ること，広く認められているのであって，今日論じられている問題の少な

くとも若干は，500年ぱかりも遡ったバルセ・ナ条例にすでに規定されて

いた事実に驚かざるをえないであろう．

1）　差し当たっては，木村『・イズ保険証券生成史』昭和54年，pp．481－482

　の参考文献を参照．

2）加藤著訳rレアツッ欧州海上保険法史』昭和19年，pp．11－15およぴ137

－277と木村，前掲・イズ，pp．191－197が数少ない貴重な邦文研究である．

　前者は，基本的にはReatz，C。F．，Geschichte　des　europaischen　Seeversi・

　cherungsrechts，Leipz董g1870の翻訳であるが，前編として海上保険法略史

　が書かれ，そこにバルセ・ナ条例への比較的詳細な言及があり，また，翻訳

部分たる本編の第二章は，もっぱらバルセ・ナ条例の内容に献じられて，詳

細なバルセ・ナ条例研究を成している．後者では，Del　Treppo，M，，Assicu・

　raziQni　e　commercio　intemazionale　a　Barcelona　nel1428－1429，Rivista

　storica　italiana，LXIX，1957，P．510，n．1に掲げられた1402年の海上保

　険契約およぴSayous，A．一E，，Les　m6thodes　commerciales　de　Barcelone

　au　XVe　si色cle（1量apr色s　de　documents　in6dits　de　ses　archives，Revue　h三s・
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　tor垣ue　de　droit　frangais　et6tranger，4。s6rie撃XV，1936，pp。263－265に

掲げられた1428年の同契約の研究がなされている．

3）加藤『ロイド保険証券の生成』昭和38年，p・19では，r遺憾とされるの

　は肝心のBarcelonaの約款または証券なるものが，現代に伝っていないこ

　とである」とされているが，今日において事情が変わっているのは，本文に

　述ぺた通り。

4）　Garcia　i　Sanz，A．，Ferrer　i　Mallo1，M．・T．，Assegurances　i　canvis　mari－

　tims　medievals　a　Ba「celona，II，Barcelona，1983には，冒険貸借関係史料

　も含めて，1147年ないし1711年の354件の史料が掲げられている。

5）　1484年以前に定められた条例に限って言えぱ，Perels，L，L’apparition

　des　prδts，changes　et　assurances　maritimes　dans　les　pays　de　la　Courome

　d，Aragon，Revue　historique　de　droit　franga葦s　et6tranger，4，s6rie，XXIII，

　1945，pp．284－285およぴPe1直ez，M．J，，Cambios　y　segurQs　maritimos　en

　derecho　catalan　y　Balear，Bolonia，19餌，pp。127－128には，従来知られて

　いない1432年条例が掲げられ，またG訂cia　i　Sanz，A．，Ordinacions　in6・

　dites（1e　Barcelona　i　Perpinya　sobre　assegu1・ances　maτitimes（segle　XV），

　Estu（iis　d，historia　medieva1，IV，Barcelona，1971，pp．15－19には，1452

　年条例が掲載されており，さらにPelゑez，M・J・，La　le9蛤lac三6n　h玉st6rica

　barcelonesa　de　seguros　maritimos　en　su　proyecci6n　italiana，Anuario　de

　derecho　maritimo，1，1981，pp．101－105；Id．，Cambios，cit．，pp．140－143に

　は，1471年条例の存在が明らかにされている。

　　なお，1432年条例およぴ1452年条例については，それぞれ拙稿r1432年

　バルセ・ナ最古の海上保険条例」r一橋論叢』第100巻第5号，昭和63年，

　pp．1－26およぴr資料・1452年バルセ・ナの海上保険条例」r損害保険研

　究』第50巻第3号，昭和63年，pp．50－80を参照。

6）　Carr壱re，（ン，Barcelone，centre6conomique1380－1462，2vQls，，Paris，

　19671Del　TτeppoラM．，I　mercanti　catalani　e1ンespansione　della　Corona

　肛agonese　nel　secolo　XV，Napoli費1968；Id、，L，espansione　catalano－ara－

　gonese　nel　mediterraneo，Nuove　questioni　di　storia　medioevale，Milano，

　1977，pp．259－300に掲げられたピプリオグラフィーを見れば，当地がいか

　に多くの中世商業・経済史家の注目を惹きっけたか如実に知る乙とができる．
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　　また，海法史家の耳目を集めた一っの理由は，中世三大海法の一ったるコ

　ンソラート・デル・マ占レ（Consolato　del　mare）がこの地の海事判例をカ

タロニア語で編纂したものと，一般にされているからである・この点につい

　ては，たとえぱ，Pardessus，J．M．，Collection　deloismaritimesant6rieures

au　XVIIle　siさcle，II，Paris，1831，pp．23－241Wagner，R，Handbuch

des　Seerechts，1，Leipzig1884，SS。40－411Goldschmidt伊L，Universalge－

schichte　des　Handelsrechts，Stuttgart1891，S。2081Valls　i　Taverner，

Consolat　de　mar，1，els　nostres　classics，XXVII，Barcelona，1930，p．7

などを参照．

　　かつては編纂地にっき，ゴットランド説，ジェノヴァ説，ピサ説，マルセー

ユ説があったが，今日支配的なのはバルセロナ説である・他の諸説について

　は，Pardessus，II，ciし，pp・12－23が詳しい・

　　なお，成立年代に関しては，9およぴ11ないし14の，それぞれの世紀説

　が存在し，比較的有力なのは，13およぴ14世紀説のようであるが，いずれ’

　が妥当であるかにっいては，未だ解決を見ていない・

　　わが国では，寺田r『コンソラート，デル，マーレ』二就テ」r法学協会雑

誌』第38巻第8号，大正9年，pp．1－35，同第9号，pp。50－881同「『コン

　ソラート・デル・マーレ』における海上運送契約」r法学協会雑誌』第48巻

第9号，昭和5年，pp．1－48，同第10号，pp．156－171，同第11号，pp．125－

　1551樋貝r海の慣習法（Lo　librQ　de　consolat（lel　mar）』昭和18年が詳

　しい．

7）　加藤r海上保険新講』昭和37年，p・22・キッコー内は引用者・以下同様・

8）加藤，前掲レアッツ，pp・34

　　なお，博士がr英法に於てはこの地盤がそのまま露出してゐる有様であ

　る」とされている点にっいては，若干の注意が必要である，つまり，博士は

　ここではLloy（1’s　Policyを念頭に置かれているのだが，そのPolicyは・

　1982年に改訂されており，今日では，英法について必ずしも博士の言われる

　ところが妥当するわけではない．しかし，イギリスが綿々と数百年の長きに

　わたつて，旧来のPolicy　formを踏襲してきた事実は，厳然として存在す

　るのであるから，博士の言わんとされることは，理解しうる・後の注13も

　参照されたい．
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9）　Bensa，E．，11contratto　di　assicurazione　nel　medio　evo，Genova，1884，

　P，82．

　　本書は，r保険の起源に関する決定的著作」と言われ（木村r奴隷保険と

　生命保険」r論集』第2号，昭和41年，p．10），名声をほしいままにした第

　一級の斯学研究書であるが，また同時に，「この本位わが国の保険学者によ

　って引用され，かっ，読まれていない本は珍らしい」（木村，同上箇所）（ア

　ンダーラインは引用者）とされている．しかし，近年塙教授が，本文および，

　条例を除くその他の史料について，邦訳を公けにされた（「E・ベンサ『中世

　における保険契約の研究e，口」『産大法学』第16巻第4号，第17巻

　第1・2号，昭和58年，pp．101－157，pp．256－297，およぴrE・ベンサ『中

　世における保険契約の研究一一資料一」r神戸法学雑誌』第33巻第3号，

　1983年，pp・457－576）．教授の御高訳が斯学研究に寄与するところはなは

　だ大きなものがあると思われ，筆者も本稿を草するにっいて，随時参照させ

　ていただいた．ただし，訳の貴任は筆者にある．

10）Bensa，op．cit・，pp．91－921塙，前掲訳，p．263，

11）　Goldsc五midt，訊．乱O，，S．377，

12）　イタリァ初期の保険条例，すなわち1435年パルセ・ナ条例以前に定められ

　たイタリアの条例で，今日そのテクストを知りうるものは，13条例存在し・

　内6条例はジェノヴァ，5条例はフィレンッェ，2条例はヴェネッィアで定

　、められている．年代順に掲げれば，以下の通り．1369年10月22日付条例（ジ

　ェノヴァ），1390年頃の条例（ジェノヴァ），．1393年5月9日付条例（フィレ

　ンッェ），1394年3月17日付条例（フィレンッニ），1401年2月2日付条例

　（ジェノヴァ），1405年12月の条例（フィレンッェ），1407年12月31日付

　条例（フィレンッェ），1408年1月23日付条例（ジェノヴァ），1419年12

　月23日付条例（フィレンッェ），1420年頃の条例（ジェノヴァ），1421年5

　月15日付条例（ヴェネッイア），1424年6月8日付条例（ヴェネツイア），

　1434年8月27日付条例（ジェノヴァ）．

　　これらについては，拙稿rイタリア初期の保険条例」r保険学雑誌』第496

　号，昭和57年，pp，55－83を参照．

　　なお，上記の表を見て奇異に感じるのは，ジ呂ノヴァやフィレンッェと並

　んで海上保険生成の地の一つとされるピサの条例が一つもないことであるが，
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実際テクストを知りうる1435年以前の条例はないものの，この地で全く条

例が定められていなかったわけではない．1401年11月14日付記録の中に，

保険者Alberto　di　Roberto　Aldobrandiniはrピサのコムーネの保険条例

　にょり（seoondo170rdine　delle　sicurta　de1（めmune　di　Pixa）」一切の危険

　または事故を負担する旨の文言が存在するから，その頃には，ピサにおいて

　も保険条例が定められていたのであって，ただそのテクストが今なお発見さ

れていないにすぎないのである（Melis，F。，Origini　e　sviluppi　delle　assi－

curazioniinltalia（s㏄01iXIV－XVI），1，Roma，1975，p・28）．ただし・上

記記録がピサの条例に関する唯一の史料らしい（Spagnesi，E・，Aspetti

de11’assicurazione　medievale，L，assicurazione　in　Italia五no　alr　unita，

Saggi　storici　in　onore　di　EugeniQ　Artom，Milano，1975，p．28）。

13）　わが国の英文貨物保険証券は，Institute　of　London　Underwritersの制

定にかかるCompaniesCombinedPolicyおよぴその範となったLloyd’s

S．G．Policyをほとんどそのまま模倣したものだが，その基となったイギ

　リスの証券様式は，UNCTADの審議およぴ提案を契機に，これの動きに機

先を制すぺく，1982年1月1日以降の新契約およぴ更改契約から順次実施

することとして，全面的に改訂された．したがって，この新しい様式には，

直接過去のなごりを留めるところはないが，しかしわが国では，今なお従来

の様式が併用されており（実際においては従来の様式で契約されるのが大多

数であるという話しである），その点では，これの文言に，海上保険の歴史

的枷がいかに根強く残存しているかうかがい知ることができる．UNCTAD

の動きおよぴその事務局報告書については，木村rアンクタッド事務局報告

書における海上保険証券様式改正問題」r吉永栄助先生古稀記念論文集・進

展する企業法・経済法』昭和57年，pp。297－326およぴ小池r国連貿易開

発会議（uNcTAD）事務局報告書（1978。11、20付　TD！B！c．411sL／27）

海上保険　海上保険契約に関する法律と保険書類の問題」r損害保険研究』

第41巻第1号，1979年，pp．1－134，またUNCTADが1984年3月4日付

で公けにした海上保険約款の最終草案にっいては，宮武rUNCTAD海上保

険約款（1）一（3・完）一英国協会海上保険約款との対比」r損害保険研究』

第49巻第1－3号，1987年，pp．1－66，191－276，15－96，さらに，新様式の

制定過程およぴ内容については，差し当たって宮武『LIQyd2s　S・G・Formと
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の訣別一CARGO　INSURANCE一』改訂版，昭和57年l　Ferrarini，S．，

Progetti　di　nouva　regolamentazione　de11，assicurazione　marittima　merci，

Assicurazioni，XLIX，1982，pp3－17を参照のこと．

H　バルセ・ナ条例と関連諸史料

　まず，準備作業として，対象とすぺき時代，さらに一般にバルセ・ナ条

例とされている個々の諸条例，そしてそれらに関する諸史料について述ぺ

る．

　本稿の対象とする時代は，バルセ・ナに海上保険が伝えられて，1484年

の条例が定められ’るおよそ1世紀の時代である．この間，イタリアで誕生

し，また同地において繁栄した海上保険は，バルセ・ナにおいて，その法

理の著しい発展を示したのであって，この1世紀程の期間は，海上保険契

約法理発展史の上から，看過することのできない重要な時代である．

　関係論著の未だ存在しない時代にあって，海上保険契約法理の発展に与

えたバルセ・ナ条例の影響は大きかった．それは，同条例が進取の気風に

富む商人層により実質上定められ，かつ強行的性質を有していたためであ

り，また本条例が従来の慣習をも規定中に取り込むと同時に，これをもっ

て再確認あるいは追認する作業を行い，海上保険契約の主たる要素をほと

んどすぺて規定する努力を行っていたからに他ならない。

　かかるバルセ・ナ条例として，従前1435年，1436年，1458年，1461

年およぴ1484年の五条例が知られている．これらは，18世紀後半，Cap－
　　1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2）
manyに掲げられて以来広く世に知れ渡ったが，かのPardessusの名著

によるところもはなはだ大きかった．

　それはともかく，諸条例を個別にぺっ見するに，1435年条例は，20ヶ

条より成る，当時としては異例な程にヴォリュームのある海上保険条例で

　　　　　　　　　　　　　　27
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あり，内容的にもこれ以前のイタリア初期の条例に比すべくもない．

　これに対し，1436年条例は，わずか3ヶ条の，内容的にも1435年条例
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3）
を二点において改正したにすぎないもので，いわばr付録」程度の意義し

か認めることはできない．

　1458年条例は・ヴォリュームも内容も・まさに1435年条例を凌駕するも

のであり，これの重要性に疑問の余地はないが，1461年条例は，先の1436

年条例と同様，前の条例を若干の点で改正したにすぎない．

　最後の1484年条例は，バルセロナ条例発達過程の最後を担い，内容的

に格段の発展を示し，当時の地中海諸国の海上保険に関する一般法にまで

なったもので，特にその重要性が強調されるぺき条例である．

　条例の内容から見るとき，上記五条例の内，1435年，1458年および1484

年の条例が特に重要なものであるから，これらをもって，バルセロナ三大

条例と通称している．

　しかし，今日，1484年以前に当地において定められた海上保険条例とし

ては，上記五条例の他に三つの条例が存在するから，それらについても一

ぺつしておかなければなるまい．

　まず第一には，バルセ・ナ最古の海上保険条例たる1432年条例である．

　かつて，世界最古の海上保険条例，1369年ジェノヴァのドージュGab－

riele　Adomoによって定められた条例を発見し，さらに数多くの業績を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4）
残した中世海上保険史研究の泰斗，ジェノヴァ大学教授Bensaは，r1435

年11月21日に公布された〔バルセ・ナ〕最初の条例は，その内容からし

て，バルセ・ナがこの件についてそれ以前の他の条例を有していたことを

仮定させはしない」と，1435年条例がバルセ・ナ最古の海上保険条例で

あることを明言した．このBensaの見解は，ごく最近に至るまで，暗黙
　　　　　　　　　　　　　　5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6）
の内にも了解されていたようで，二書を例外として最近の保険史関係書籍

のほとんどには，1435年以前の当地の条例に触れるところはない．しか
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し，実際は，Bensa以後約半世紀を経た1945年，ハイデルベルク大学の
　　　　　　　　7）
Leopold　Perels教授により，1432年条例の存在が明らかにされていたの

であって，今日においては，本条例をもって，パルセ・ナ最古の条例とす

るのが妥当なところなのである．

　　　　　　　　8）
　1432年条例は，別稿で触れたように，特異な，かつ暫定的な条例であ

り，イタリア初期の保険条例とバルセロナ条例との内的関連を見い出すこ

とができる点およぴ外国船舶・貨物の保険を禁止している点を除き，本稿

の目的についてはそれ程の重要性を認めることはできないであろう．けだ

し，契約の諸要素に触れるところがわずかだからである．

　第二には，1452年条例であり，本条例発見の功績は，当時バルセロナ

大学法制史ゼミナールのcollaboradorであったGarcia　l　Sanz，A・に帰

せしめることができる．氏は，BibiotecadeCatalunyaのマニュスクリ

プトから本条例を発見し，1971年Estudis　d’historia　medieva1誌に寄稿

した《Or〔1inacions　in6dites　de　Barcelo皿a　i　Perpinya　sobreassegurances

　　　　　　　　　9）marftimes》と題する論文にこれを掲げた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　10）
　しかし，本条例の存在は，それ以前にCarr色reにより推測されていた

のであって，Garcia　i　Sanzの発見に与えたCarr6reの貢献も見逃がす

ことはできない．

　CarrOreによれば，1452年11月21日，バルセ・ナの首席評議員Fran－

cesch　Dez　Plaが，評議員衆および長老衆に，コンソル・デ・マール衆

およぴ評議会が新条例を草案したことをアナウン，スしている．しかして，’

この草案は，第4席評議員Jofre　Sirventと第5席評議員Johan　Daqui1

1arの検討，さらにこれら二者とコ，ンソル・デ・マール衆との協議を経た

後に，慣習的方法で公布されることになったのだが，Carr色reはマニ訟ス

クリプトを発見することはできず，これが日の目を見るには，数年にわた

るGarcia　i　Sanzの綿密な調査を待たねばならなかったのである．
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　本条例は，15ヶ条より成る，1435年，1458年およぴ1484年条例と比

較して，量的にもまた内容的にも遜色のないものであり，従来の三大条例

に並ぴ匹敵する条例と言える．

　　　　　　　11）
　第三には，Pel餉zにより発見された147ユ年条例であるが，これは・

同年3月15日の30人議会の議決によるもので，バルセ・ナが，船腹量

の極端な減少のために，貨物の運送を外国船舶に依存せざるを得なかった

事情を考慮して，同船舶の保険の禁止を廃止することを規定している．

　従来知られている五条例およぴ上記三条例を年代順に整理すれぼ，次の

通り．

　　1432年条例

　　1435年条例

　　1436年条例

　　1452年条例

　　1458年条例

　　1461年条例

　　1471年条例

　　1484年条例

　これらの内，ヴォリュームもありかつ内容もきわだって豊かで契約の発

展に大きく寄与したのは，1435年，1452年，1458年およぴ1484年の条

例であり，これらを，従来の通称にならってバルセロナ四大条例と称する

ことができるのであって，本稿が主として対象としているのは，この四条

例である．

　これらに関する現存マニュスクリプトおよぴ印刷本は，次の通り．
　　　　　　　12）
　マニュスクリプト

　　1．Biblioth色que　Nationale，Ordonnances　des　Magistrats　de　Barce－

　　　10ne，Fon（1s　Ca皿g6114deve且u　Espagno1124et56。
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　　（1435年およぴ1436年条例ならびに1458年条例）

　2．Archivo　Hist6rico　de　la　Ciu（1a（l　de　Barcelona　Ordinacions
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

　　1433－1445，1456－1462y1481－1499．

　　（1435年，1436年，1458年，1461年およぴ1484年条例）

　3．BibIioteca　de　Catalunyaンms．989．

　　（1452年条例）

　4。Archivo　Hist6rico　de：Protocolos　del　Colegio　Notarial　de　Baτce－

　　10na，Antoni　Pare聡，Manual　de　seguros，1458－1459．

　　（1458年条例）

　　　　　　　　　！3）
印刷本（18世紀以後）

　1。Capmany　y　de　Montpalau，Antonio　de，Memorias　historicas　sob－

　　re　la　marina　comercio　y　artes　de　la　antigua　ciudad　de　Barce－

　　Iona，　II，　玉！【adrid，　1779．

　　（1435年，1436年，1458年およぴ1461年条例）

　2，Pardessus，」。M。，Co11ection　des　lois　maritimes　ant6rieures　au

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14）
　　XVIIle　siOcle，V，Paris，1839et　ristampa，Torino，1968．

　　（1435年，1436年，1458年，1461年および1484年条例）

　3，Valls　j　Tavemer，F。，Consolat　de　mar，III，Els　nostres　classics，

　　XCI，Barcelona，1933．

　　（1435年，1436年，1458年，1461年およぴ1484年条例）

　4。Capmany　y　de　Monpalau，Antonio　de，op．cit．，reedici6n　ano・

　　tada　de　E．Gimlt　y　Ravent6s　y　C。Batlle　y　GallartンII，Barce・

　　lona，　1962．

　　（1435年，1436年，1458年およぴ1461年条例）

　5。Garcia　i　Sanz，A．，Or（1inacions　in6dites　de　Barcelona　i　Perpinyム

　　sobre　asseg皿ances　maritimes（segle　XV），Estudis　d’historia　me－
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　　dieva1，IV，Barcelona，1971。

　　　（1452年条例）

　ところで，四条例の制定年月．日，条数，題名等外観的な点に関して，マ

ニュスクリプトおよぴ諸印刷本に相異がないわけではない．

　　1　1435年条例
　　　　　　　　　　　　　　　　工5）
　本条例の制定年月日について，Pardessusは，題名には単に1435年と

年号のみを明らかにし，日付は注の中で11月21日としたにすぎず，しか

も，それ’は他の史料をもってそのように考えられるとしたにすぎなかった・

確かに，Pardessusが参照したと思われるBiblioth6que　Nationale所蔵

のマニュスクリプトには，日付は記載されていない．しかし，Archivo

Hist6rico　Municipal　de　Barcelona所蔵のそれでは，本文の前に，明らか

にr主〔イエス〕の生誕1435年11月21日月曜．以下のように，バルセ

ロナ市の通常の地域につき告示されることを，バルセ・ナ市の法令布告人

Salvador　Rorivedechが自ら記録した」と記載されているのであり，本条

例の制定は，Pardessusが間違っていたわけではないが，1435年11月21

日とするのが正しい．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16）
　条数については，これのテクストを掲げたCapmany（初版およぴ再
　　　　　17）　　　　　　　　　18）
版），Pardessus，VallsiTavemerいずれも20ヶ条とするから，全く間

題がないように思えるが，必ずしもそうとは言えない。

　第一に，Pardessusにおける第6条の規定は，Valls　i　Tavemerでは，

第5条の末尾に置かれ，同条の一部を構成している・そのため，Pardessus

の第7条ないし第13条は，Va11s　i　Tavernerでは第6条ないし第12条

と，条名が一つずつずれている。

　第二に，上の例と同様に，Pardessusの第14条は，Valls　i　Tavemer

の第12条に含まれているため，第15条ないし第19条は第13条ないし第

17条という具合に，二つずつずれている．
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　最後に，Pardessusでは第20条に一括して置かれている三つの規定が，

VallsiTavemerでは，第18，19，20条と，独立した条を形造っている

のである．

　一方，Capmany（初版および再版）は，Pardessusと異ならない。

　Biblioth色que　Nationaleのマニュスクリプトを見る限りでは，条名が付

されていないから，いずれが正しいか判定のしようがない。というよりは

むしろ，当時においては，条名を付さないのが一般的であったらしい・

1435年保険条例と同じ日に定められた船舶等に関する条例，あるいは後

の1436年，1452年，1458年，1461年等の保険諸条例においても，マニュ

スクプトには何も条名が付されていなかったからであるが，Archivoのマ

ニュスクリプトには，1435年条例についてのみ，奇妙なことに，それぞ

れの規定の左側余白に条名と覚しき・一マ数字が付されているのである。

これが，記録当時付されたのか，後に付されたのかは分らない．少なくと

も，当時としては，きわめて異例の仕方であることに変わりはなく，また

本文の筆跡とは異なるので，おそらく後に付け加えられたのであろうと思

われるが，この条名とCapmany（初版および再版）およびPardessusの

それは一致しているのである．それゆえ，印刷本における条名については，

これらによるのがベターであろう．

　さらに，本条例の題名は，Pardessusになく，Valls　l　Tavemerにもな

いが，Capmany（初版）には，r同市のプラサおよぴ商業会議所において

遵守されるべく，バルセロナの執政官により命令された海上保険に関する

条例」（Ordenanzas　sobre　Ios　seguros　maritimos，dispuetas　por　el　Ma－

gistrado　Municipal（ie　Barcelona，para　ser　observa（1as　en　la　Plaza　y

Lonja　de　dicha　Capita1）とされ，ている，しかし，これが元来本条例に付

された題名かどうかは疑わしい．マニュスクリプトを見る限りでは，かか

る文言のそれはない．
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　Biblioth的ueのマニュスクリプトではr一切の保険ならびに船舶に関

するcambisおよびprestechsに関してバルセロナ市の尊敬すぺき評議

員衆および長老衆によりなされた条例」（Hordinacions　fetes　per　los　ho・

norables　consellers　e　pτohomens　dela　ciutat　de　Barchina　sobre　totes

seguretats　e　cambis　e　prestechs　de　navilis）と，cambio　e　prestech・

すなわち為替手形・冒険貸借が付加されている．条例本文において，これ’

らに触れるところ，たとえば第1，2，5，9，12条などがあるが，この条

例の主たる内容は海上保険であって，cambio　e　prestechではない・これ

らに保険と同じ程度の比重がかけられていたわけでもない，

　それ’に比ぺ，Archivoのマニュスクリプトでは，そのような付加はなく・

「船舶およぴその他の小船舶の保険ならびに商品，物品およぴその他の財

物を保険することに関する条例」（Ordinacio　de　seguretats　de　navilis

e　altres　fustes　e　per　assegurar　mercaderies，robes　e　altres　havers）と

され，Capmany（再版）はこれにならっている・おそらく・題名として

はこれが妥当であろう。

　本稿では，1435年条例につき，Archivoのマニュスクリプトおよび

Capmany（再版）を第一義的に参照している．

　　2　1452年条例
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　本条例に関しては，これのテクストはGarcia　i　Sanzにしか掲げられ

ていない．マニュスクリプトもBiblioteca　de　Catalunya所蔵のものしか

存在しないから，これらによることとする・ただし，条名はマニュスクリ

プトにはなく，Garcia　i　Sanzが挿入したものである．

　　3　1458年条例

　本条例の制定年月日については，11月17日説と11月14日説の二説が

主張されている。
　　　　　　　　　　20）　　　　　　　　　　　　　21）
　前者は，Capmany（初版）に起因し，後にReatzもこれに倣うが，確
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かに，本文の末尾に付された，同条例が1458年11月○○日に公布された

旨の文言を見れば，XIIIIがXVIIと読めないわけではない』しかし，筆

跡からXIIIIと読む方が自然であること，それから，本条例の，Pardessus

によれぼ第22条の保険金支払い期間に関する規定に，IIIIまたはVIIヶ

月と読むべきローマ数字があり，それは他の諸条例ではいずれも明らかに

4ヵ月とされているので，同様の書体たる末尾のXIIIIまたはXVIIも

XIIIIが正しいと思われることから，11月14日説を採るのが自然であろ
　　　　　　　　　　　　22）
う．ちなみに，Capmany（再版）は，17日の可能性をキッコーを付して

挿入することで留保しつつも，14日説を採っている．
　　　　　　　　　　23）　　　　　　　　　　24）
　条数に関して，PardessusとValls　i　Tavernerは，前者は22ヶ条，後

者は31ヶ条と大きな食い違いを示している．Capmany（初版および再

版）およぴマニュスクリプトにはその種の記載はないから，条名を明示す

る必要はないかもしれないが，それ’では引用等に不便であることこの上な

　　　　　　　　　　　　　　　　　　25）
いぱかりでなく，むしろそれ以上に，1461年条例が明らかに1458年条例

の第21条に言及するので，条名を明示しなけれぱならない．

　1461年条例，これは1458年条例を若干の点において改正したものにす

ぎず，それ程の重要性が認められているわけではないが，1458年条例の条

名については，他に例のない重大な言及が存在する，

　同条例には，「特に，国王殿下の臣下ならびに外国人の船舶および小船

舶に〔積載される〕小麦，大麦，からす麦，豆類，ぶどう酒，油が保険さ

れうる旨定める第21条に含まれる規定に不利益を与え，〔それを〕改革し，

〔それ，に〕抵触してはならないことを了解し，宣言する」（傍点一引用者）

と，1458年条例の第21条が触れられているのである．

　1461年条例の当該規定内容からして，同条例の触れる第21条は，1458

年条例のrさらに，〔バルセ・ナ市の尊敬すべき〕……評議員・長老衆は・

バルセ・ナに運送するために，国王殿下の臣下・従僕のものであると，国
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王殿下の臣下・従僕でない者のものであると，一切の船舶または小船舶に，－

真に積載される小麦，大麦，からす麦，豆類ならびにぶどう酒およぴ油は，

本条例に抵触することなく，またこの能力に対して本条例がいかなる点で

も妨げることなく，合意された価額および／または評価額につき，バルセ

・ナで保険されうることを命令する」旨定めた規定であり，Pardessusは，

これを16条とする．

　1458年条例のみならず，1435年およぴ1484年条例の条数ならぴに条名

について，Pardessusを支持する者は多く，Bensa，Goldschmidt，Reatz，
　　　　　　　26）
Romanelli　et　a1等を挙げることができ，さらに，1435年条例と対比し

て考えれぱ，PardeSSusの条区分が妥当なように思えるが，1461年条例の

文言を考慮するかぎり，1458年条例につき必ずしも正確とは言い難い．

　それに対し，Valls　i　Tavemerは，1458年条例の当該規定を正しく第

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　　　　21条とするのであって，同条例に関するかぎりでは，一応正しいとみなす

ことができよう．ただし，r一応」と限定したのは，1461年条例が，さら

に他の箇所で，1458年条例の第7条にも言及するのだが，これに相当す

る規定が，Valls　i　Tavemerの第7条と考えるには若干の疑問の余地が

ないわけではないと言わねばならないからである．

　1458年条例については，他の諸条例との関係を考慮して，原則的に

Pardessusの条名を付し，Valls　i　Tavemerのそれはかっこをもって掲

げることにする．

　また，本条例の題名は，Pardessus，Valls　i　Tavemerいずれにも掲げ

られていない．Capmany（初版）では，r海上およぴ商業の保険において

従われるぺきフォームおよぴ規則に関するバルセロナ市の執政官の条例」

（Ordenanzas　del　Magistra（io　M皿icipal　de　Barcelona　sobre　la　forma　y

regla　que　se　deben　seguir　en　Ios　seguros　maritimos　y　mercantiles）

とされているが，これもCapmany自身が付したもののようであり，Ar－

　　　　　　　　　　　　　　36
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chivoのマニュスクリプトによれぱ，「海上およぴ商業の保険に関する条

例」（Ordinacio皿s　sobre　les　seguretats　maritimes　e　mercantivols）とさ

れるのみである．

　　4　1484年条例

　1484年条例の制定年月日およぴ条数に関しては，Pardessus，Valls　i

Tavemerの間に相異はなく，1484年3月6日，そして25ケ条とされて

いる．

　本条例の条区分は，これについてのみ，一応原則として各規定の冒頭に

見出しが記載されているため，PardessusおよびValls　i　Tavemer，い

ずれもほぽ同一であり，特に間題とすぺき点はないようだが，ニケ条にお

いては，それぞれの規定の見出しの有無およぴ内容に相異があるから，こ

の点を明らかにしておく必要があろう．

　第一には，第1条の見出しである．Valls　i　Tavernerでは，r一切の小

船舶，冒険貸借〔金〕，物品および商品ならぴに，外国人の〔財産〕と同

様国王殿下の臣下の財産は，保険に付されうること．すなわち，国王殿下

の臣下は7／8について，外国人は3／4について‘」（9ue　totesfustes，cam－

bis，robes　e　mercaderies，axf　b6（1e　vassalls　del　senyor　Rey　com

destrangers，poden6sserasseguradeslgo6s：1Qsvassallsdelsenyor

Rey，（1e　les　vuyt　parts　les　set，e　los　strangers，de　les　IIII　parts　les

tres）という見出しが掲げられているが，Pardessusにそれはない．

　第二には，第18条の見出しで，PardeSSusはr食料品は一切の方法で

保険されうること」（9ue　vitualles　poden　esser　assegurades　en　tota　ma－

nera）とするが，Valls　i　Tavemerはr本条例にかかわらず，いかなる方

法でも，保険されることができ，さらにバルセロナに到来する食料品につ

いて」（De　vitualles　que　poden6sser　assegurades　en　quelesvolmanera

pus　vingue皿en　Barchinona，no　obstants　les　presents　ordinacions）　と
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しているのである．

　Pardessusは，1484年条例については，マニュスクリプトを発見する

ことができず，バルセ・ナで印刷された種々の印刷本を参照したのだが，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27）
第1条の見出しは，彼の使用した印刷本に存在しないことを注において明

らかにし，第18条のそれには何も触れていない．一方，Valls　i　Taver－

nerは，Aτchivo（VallsiTavemerではArxiu　Histbric　delaCiutat，

de　Barcelona）所蔵のマニュスクリプトから直接活字に直したとされてい
28）

るので，こちらの方が正確なようだが，必ずしもそうではない。

　Aτchivoのマニュスクリプトにはなぜか第1条の見出しはなく，また第

18条のそれもrさらに，バルセ・ナに到来する食料品は保険されうるこ

と」（gue　vitualles　po（1en　esser　assegurades　pus　vinguend〔es〕en　Barce－

10na）であって，Pardessusの《en　tota　maneτa》は《pusvinguend〔es〕

enBarcelona》，VallsiTavemerの《De》は《gue》，また《que》お

よび《en　qualesvol　manera》はなく，《vinguen》は活用語尾が異なり，さ

らに《no》以下は存在しないのである．

　実は，Archivoのマニュスクリプトとの相違は，これらばかりではない．

第2条以下の見出しはPardessusおよびValls1Tavemerのいずれにも

すぺて掲げられているが，同マニュスクリプトでは，第2，3，4，5，6，

7，8，9，10，16，20，21，22，23，24およぴ25条の見出しはすべてな

く，これが付されているのは，わずか残りの8ケ条にすぎないのである．

理由がなぜかは定かでない．

　後に掲げる同条例の試訳では，Archivoのマニュスクリプトに原則とし

てならい，キッコー内にPardessus，かっこ内にVallsiTavemerの見

出しを挿入することにしている．

　なお，当時の個々の海上保険契約については，主としてGarcia　i　Sanz，

A。i　Ferrer　i　M：allo1，M．一丁．，Assegurances　i　canvis　maritims　medievals
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a　Barcelona，II，Barcelona，1983に掲げられたa¢ndix　documenta1を

参照した．これは，冒険貸借関係史料も含めて，1147年から1711年ま

での354件の諸史料が掲げられ，ページに直して，400ぺ一ジ程にわたる

一大史料集を成しているのであって，従来，バルセ・ナに関しては，遺憾

なことに史料がきわめて乏しいとされてきたが，今やそのような認識は改

めざるをえない．

　また，奴隷保険契約，さらに生命保険契約に関するまとまったものとし

ては，Ma（1urell　i　Marim6n，Jos6MarfaのAnuario　de　historia（1el　derecho

esp諭01誌（第25巻および第27・28巻）に寄稿した《Los　seguros　de

vidadeesclavosenBarcelona（1453－1523）》および《Losantiguosseguros

de　vida　en　Barcelona（1427－1764）》のApendicesを参照している（前

者には，42件，後者には，173件の史料が掲げられている）・

1）　Capmany　y　de　MQntpalau，Antonio　de，Memorias　historicas　sobre　la

marina，comercio　y　artes　de　la　antigua　ciuda（1de　Barce1Qna，II，Madrid，

　1779，pp．383－388，426－427，449－457y458－459には，1435年ないし1461

年の4条例がカタ・ニア語のまま掲載され，Id．，C6digo　de　Ias　costumbres

maτitimas　de　Barcelona，hasta　aqui　vulgarmente　llama（10Libro　del　Con・

sula（10量nuevamente　traducido　al　castellano　con　el　textQ　lemosin，Ma（1rid，

　1791，pp．80－89には，1484年条例のカスティリア語訳のみが掲げられて

　いる由である，前者については参照しえたが，後者にっいてはできなかっ

　た．

　なお，Capmany生誕200年を記念して，Capmany　ydeMonpalau，

　Antonio　de，Memorias　hist6ricas　sobre　la　marina，comercio　y　artes　de

　la　antigua　ciuda（1de　Barcelona，reedici6n　anotada　i　revisada　por　E。G虻alt

y　Ravent6s　y　C・Batlle　y　Galla鴬，3vols・・Barcelona，1961－1963　と　Id・，

Libro　del　consula（10del　mar，edici6n　del　texto　original　catalan　y　tra－

ducci6n　castellana　de　Antonio　de　Capmany，reedici6n　anotada　y　revisada

　por　A，M。de　Saavedra，con　pr610go　de　J．M　Font　y　Rius　y　epilogo　de
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　J。MorrG　Cerda，Barcelona，1965がCamara　oficial　de　comercio　y　nave・

　gaci6nから出されており，Id・，Memorias，cit。，II，Barcelona，1962，pp．

　448－452，459－460，547－553y570－571に，1435年ないし1461年の4条例が

　カタロニア語のまま掲載され，Id．，Libro，cit，pp．603－604，605－612，613

　－614y605－623には，1436年ないし1484年の4条例のカスティリア語訳が

　掲げられている．

2）　：Pardessus，Collection，cit．，V，Paris，1839，pp。493－502，502－504，507－

　521，521－523　et　523－543，

　である．

6）　たとえぱ，Spagnesi，op．cit，l　Assante，F．，11mercato　delle　assicurazioni

　marittime　a　Napoli　nel　settecento，Napoli，19791GiaccheroンG．，Storia

　de11e　assicuraziQni　marittime，Genova，1984；von　Stryk，K，N．，Die　ve－

　nezianische　seeversicherung　im15．Jahrhundert，Ebelsbach1986．

　　Perels，L，apparition，cit．pp．，284－285．

　　拙稿，前掲1432年バルセ・ナ，pp．17－18およぴ24－25を参照．

　　G訂cねi　SanzンOr（iinacions，cit．，pp，123－141．

　　Carr色re，op．cit．，p．902．

　　Pelaez，La　legis1＆cion，cit．，PP．101－105．

　　バルセロナ条例が名声を得た理由の一つとして，これの内容的発達の度

　合もさることながら，コンソラート・デル・マーレに付随してこれが地中海

　諸国に広まったことが挙げられる．もちろん，コンソラートの一部を構成し

　ているわけではないのだが，Bibiothさque　Nationaleのマニュスクリプトに

　見られるように，コンソラートに続いて，本条例が掲げられているのであっ

　て，その点では，本文に掲げたもの以外に，マニュスクリプトが存在する可

　能性はある・ただし，現在知られているコンソラートのマニュスクリプト所

　蔵機関に照会したところ，積極的な解答を得てはいない．

13）17世紀以前の印刷本は9件ばかり現存するが，それらについてはほとん

　ど参照しえなかった．1484年（1485年）本に次いで古い1494年本には，

3）Bensa，op，cit，，p，941塙，前掲訳，p．264

4）　Bensa，op・cit，，p、931塙，前掲訳，p．26生

5）　Garcia　i　Sanz　i　Fen’er　i　Mallo1，0p．cit．およぴPelaez，Cambios，cit．

7
）

8
）

9
）

10）

11）

12）
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　1484年条例しか載っていず，1502年本には海上保険条例が見当たらないこ

　とから，これらよりも新しい他の諸本においてもほぽ似たり寄ったりのとこ

　ろであろうか，バルセ・ナ条例のテクストに関しては，一方にマニュスクリ

　プトがあるので，特段の不都合はないと思われる．

14）Pardessu3には，五条例のそれぞれについて，テクストを掲げると同時に

　仏訳が対訳形式で付されている．必ずしも正確でないと思われる箇所が幾つ

　か存在するが，随時参照した。なお，硫rr色re，op．cit．，pp．802－803et902

　－905には，1435年およぴ1458年条例の各条について仏語で要訳が付されて

　いるし，　またHors　y　Baus，P・，Tratado　de　los　seguros　de加ansportes

　maritimos，terrestres，de　valores　y　a6renos，Barcelona，1945，pp．610－626

　には，1458年，1461年およぴ1484年条例のカスティリア語訳のみが掲げら

　れているが，これらも随時参照している．

　　なお，コンソラートの英独仏伊蘭およぴカスティリァ語訳は全部で20数

　件に上るが，それらに諸条例の訳が載っている可能性は高い。しかし参照す

　る必要を特には感じなかった．

15）

16）

17）

18）

19）

20）

21）

22）

23）

24）

25）

　Paτdessus，Collection，V，cit。，P．493．

　Capmany，MemQriαs，cit．，pp．383－388y　reedici6n，pp，448－452．

　Pardessus，Collection，V，cit．，pp．493－502．

　Valls　i　Tavemer，ConsQlat，III，cit，，pp．33－45．

　Garcia　i　Sanz，Ordinacions，cit．，pp，15－19．

　Capmany　y　de　Montpalau，Memorias，cit．，p。457．

　Reatz，a，a，O。，S。571加藤，前掲レアツッp，138。

なお，　Hors　y　Baus，oP。cit．，P．617　も同じ。

　Capmany　y　de　Monpalau、Memor血s，reedici6n，cit，，p．553．

　Pardessus，Collection，V，cit，，pp．507－521，

　Valls　i　Tavemer，CQnsolat，III，cit。，pp，51－71．

　1461年条例が1458年条例を改正することを目的としていたことは，同条

例自身により明らかであり，「バルセ・ナ市の尊敬すぺき評議員・長老衆に

より定められ，1458年11月14日に公布された条例により一一規定され，

命令されて〔いるが〕同条例を……訂正して……」と定められている．ただ

し，この条例の主眼は，1458年条例第7条の改正であった．
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26）　Bensa，op．ci七，pp．91－109；Goldschmidt”a、a　O．，SS．354－3831Reatz？

　a．a。O．，SS．56－169；Romanelli，G．et　aL．Le　ordinanze　di　Barcellona

　del　XV　secolo　sulle　assicurazioni　marittime，Archivio　giuridico，CLXXXV，

　1973，pp．121－143に引用されたパルセ・ナ条例の条名は，いずれもPardes噌

　SUSに基づいている．

27）　Pardessus，Collection，V，cit．，p，523，n．1。

28）　Valls　i　Tavemer，Consolat，III，ciし，pp．7－8．

皿　1435年条例の制定理由

　バルセ・ナ条例の定められた15世紀は，イタリアの諸都市において誕

生した海上保険がおよそ1世紀を経，その法理の発展を著しくした時代で

ある．それは同条例，殊に四大条例の影響によるところが大きかったので

あるが，なぜ，この地において海上保険条例が契約の多くの諸要素に触れ・

法理の著しい発展を促したのであろうか．素朴ではあるが，最も重要と思

われるこの間題に明確な解答を示した研究者は少ない。

　　ユ　　Bensaには，rカタ・ニアの〔条例〕が検討し，規制し始めた保険契約

の諸要素は，明らかにこの時期に，14世紀後半イタリア〔諸条例〕が達

しえたよりは，高度な発展段階に達していたからである」とされているに

すぎない．誤りではないが，かかる解答に十分な説得力を認めることはで

きない．

　バルセロナにおいて，契約の要素にかかわる比較的多くの規定を初めて

置いたのは，1435年条例であった・以後の諸条例は・1435年条例を修正・

改正していったのであるから，先の問題はつまるところ1435年条例がな

ぜそのような規定を置いたかあるいは置かざるをえなかったという間題に

変換されようか．とすれば，間題は1435年条例の制定理由であって，こ

れを考える場合には，未だ契約の要素にかかわる規定をさ程置かなかった
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1432年条例とそのような規定を多く置いた1435年条例との制定理由の相

　　　　　　　　　　2）
異に注目する必要があろう、

　前者はr公益（cosa　p丘bica）ならびに〔バルセロナ〕市の市民，住民

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3）
および同市において取引を行う商人を保障するために（per　indempnitat）」

定められたとし，後者はr保険するについて，〔バルセロナ〕市において

引き続き生じうる一切の詐欺およぴ害悪，疑義ならびに論議を一掃する

ために（perextirpartotesfrausedans，questiones，edabats），した

がって，被保険者のみならず保険者の保護のために（per　esguard　dels

aseguradors　com　dels　asegurats）」という制定理由を掲げているのだが，

どちらかと言えば，前者の理由は一般・抽象的であるのに対し，後者はよ

り特殊・具体的なのである．なぜ，1435年条例がこのように特殊・具体

的な制定理由を掲げたのか，それは，当時のバルセ・ナ海上保険市揚の固

有の事情によると考えられる．

　バルセ・ナの地に海上保険が伝えられたのは14世紀後半のことであっ

た．それは，現在マルセーユのArchives　d6partementales　des　Bouches－

du－Rh6neに保存されている1379年8月2日付の公証人Bemat　Viv6に
　　　　　　　　　4）
より記載された訴訟記録に，1377年6月2日バルセ・ナで締結された海

上保険契約が触れられていることから，うかがうことができる。そして，

ジェノヴァにおいて同地の公証人Teramo　di　Maggioloが1393年8月21

日ないし9月15日のおよそ20日ばかりの間に約80件の保険契約に関与
　　　5）
していた頃，パルセ・ナは次第にこれの普及をみ，1390年代には13件の

契約が締結されることとなった．

　しかし，ジェノヴァ等イタリア諸都市に比ぺ，当地における海上保険の

普及は一段と遅れをとっていたのであり，その理由はバルセロナ商人の気

質にあったらしい。

　パルセ・ナ商人は，貨物の運送について，これを保険に付し，海上危険

　　　　　　　　　　　　　　43
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1392年3月19日付契約1

1396年8月30日付契約

1397年7月27日付契約

同年9月6日付契約

同年9月7日付契約

1399年5月16日付契約

同年7月9日付契約

同年8月23日付契約

同年9月4日付契約

同年9月10日付契約

同年10月1日付契約

同年11月18日付契約

同日付契約

　　　商学研究　29

　　　　　　　保　険　者
Nicol6Galamagni（ジェノヴァ商人）

BartoIQmeo　Barosi（Luchino　i　Francesco

　Scarampiのソキエタスの代理人）

Bartolomeo　del　Nero（フィレンツェ商人）

Agostino　Gambarino（ロムバノレディア商人）

Domenico　di　Brasselli（ジェノヴァ商人）

Domenico　di　Brasse皿（前出）

Domenico　di　Brasselli（前出）

Andrea　de’Pazzi（フイレンツェ商人）

Simone　d，Andrea（Francesco（1i　Marcoの

　代理人）

GiQvanni　Manne11i（フィレンツェ商人）

Andrea　de’Pazzi（前出）

Simoned2Andrea（前出，Francesco　di　Marco

　の代理人）

Andrea　de7Pazzi（前出）

Andrea　de，Pazzi（前出）

Simone　d’Andrea（前出，自己およぴFran－

　cesco（1i　MarcoならぴにLuca　del　Sera
　の名において保険する）

同上
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　被保険者

Ramon　Dezquer
（バルセロナ商人）

Ramon　Dezquer
（前出）

Simone　Bellan（ii

（フイレンツェ人，Lu－
cha　del　Seraの代理人）

Simone　de　Andrea
（フイレンツェ商人）

］M【iquel　de　Ro（1a

（バルセロナ商人）

Miquel　de　Roda
（前出）

Giovanni　Squarciafico

（・為バルド商人）

Guillem　de　Bagat

（バルセロナ商人）

Giovanni　Squarciafico
（前出）

FilipPozzo　Soldani

（フイレンツェ商人）

Perlc6　Seπa
（バルセ・ナ商人）

Miquel　Franch
（バルセ・ナ商人）

Bartomeu　Reig
（バルセ・ナ商人）

JQa皿Aguilar
（バルセ・ナ商人）

　貨物・価額（リブラ）

羊毛254袋・2，000

羊毛122袋
皮革15枚
サフラン1袋・1，700

羊毛240袋
皮革4枚・2，700

毛織物4反・400

種子2樽・180
　（内150付保）

毛織物14反・110

大青50袋・150

しこいわし75樽・75

着色羊皮5梱
コルドバ革1梱・132

しこいわし437樽

しこいわし48樽
合計400（内100付保）

織物14反
ペルピニアン織物98反・

750（内200付保）
米，カミン，アニス

300アラゴン金フローリ
ン（内200付保）

子羊の毛15袋
羊毛・撚糸2袋・130

羊毛19袋

撚糸1袋・120

　船主または船籍・航海6》

Luig圭di　C乱milla

バルセロナージェノヴァ

Ramon　Ferrer
Jean
Pellicer

ノ｛ノレセロナージェノヴァ

Bemat　Amate
バルセロナージェノヴァ
Guerau　Ros

バレンシアージェノヴァ

Salvador　Orta

バノレセロナージェノヴァ
JaumeCarm
パルセロナージェノヴァ

Daniel　Mascharos
バレンシアーバルセロナ
Juan　Stalrich

バノレセロナージェノヴァ

Nicolau　Pujalt

バルセロナージェノヴァ

NiCQlauPujalt

バルセロナージェノヴァ
FrancescFogassot

バルセロナージェノヴァ

Joan　Baster

コリューノレーベイノレート

Sant　Crist6fol号

バレンシアーエスクノレー

サ

Salvador　Orta

バルセロナーマリョルカ

同上
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を保険者に転嫁するよりも，むしろ現実の運送を具体的にいかに無事安全

に行うかに意を払っていたのであって，その証拠に，Simone　Ballandi

（フィレンッェ人）は，保険を付した上に，船舶・貨物の安全のために船

舶に乗せる石弓の射手に関する費用の自己負担分を支払うこととなったが

ゆえに，主人，かの有名なプラートの商人Francesco　Datiniにとがめら

れ，弁解かたがた1396年10月30日次のような私信を送っている・

　r私は〔ピサに出港するGuerau　de　Doniの船舶に〕石弓の射手を乗

せようとしていることを存じておりました．それは少くとも1リブラあた

り12デナイロの費用をかけさせますが，私は認めるわけにはまいりません．

私は怒りました．でも，状況はこれを甘受しなけれぱならないのです．当

地の法廷の命令によって，これを免れる方法はないのです．必ずや私は，

この種のいかなる費用も支出しないよう責任を負います。私共は保険され

ているのですから．しかし，他のすぺての人達がその費用に同意すれぱ，私

共は他の人達と同じように支払いを余儀なくされるのです．〔当地バルセ

・ナの〕輩は保険を利用せずに，〔そのまま〕彼らなりにやっているので
7
）

す」と．

　さらに，彼は同年11月6日，r私共があなた様に，事情は私共の意思に

よるのではなく，それどころか強制によることをお知らせしたいからです．

この通り，この地〔パルセロナ〕のせいなのです．今，船舶があり，6名

の人達によって物品が積み込まれ，〔その中の〕4名が一致して射手の費

用の支払いを望み，他の2名が望まないとしても，その2名は，積み込ん

だ貨物の価額に比例して，支払わなければならないのです．これが大半な
　　8）
のです」と，再び書き送ったのである．

　石弓の射手を貨物とともに船舶に乗せ，もって船舶と貨物を守り，現実

の運送の安全を図ることは，バルセ・ナ商人の間で伝統的なことであった．

それは単純で，しかもさ程高い費用もかからなかった．バルセ・ナ商人の
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　　　　　　　15世紀バルセロナにおける海上保険契約（1）

多くは，海上危険に対して保険を付すことなく，かかる措置に頼っていた

のである・保険によって得られる抽象的な安全よりも，具体的，現実的な

　　　　　　　　　　　　9）
安全をむしろ好んだのであった．しかしながら，遅れはしたが，バルセ・

ナにおいても海上保険は漸次普及し，1428年頃には，世界の海上保険市

揚の中でも中心的役割の一つを担う程に成長する．

　1428年に付保された貨物の総保険金額は，108，398リブラに達し，当

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10）時の世界の取引の1／4にもなることが推測されている．この頃はバルセロ

ナ海上保険市場のまさに華々しい栄光の時代であったが，この栄光はきわ

めて脆弱な基礎に支えられていたため，短期間の内に急速に失なわれるこ

ととなるのであり，その理由の一つには，当地の海上保険市揚が比較的少

数のイタリア商人に支配されていた事実を挙げることができる．

　1379年8月2日付訴訟記録に言及される1377年6月2日の海上保険契

約の保険者は，Luchino　Scarampiという，イタリア・アスティ出身でジ

ェノヴァに帰化し，さらに後になってバルセ・ナに再度帰化した商人であ

り，また1390年代の13件の契約における保険者も，前に示した通り，も

っぱらイタリア商人衆に他ならなかった．ために，海上保険は，イタリア

商人の手でバルセ・ナに伝えられたということができるのだが，それはと

もかく，バルセ・ナ固有の商人が保険者として現れるのは，1400年を過ぎ

た1401年11月26日のことにすぎない．バルセ・ナ固有の商人Miquelde

Rodaは，同商人Berenguer　Codinaに対して，羊毛48反を保険金額350

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11）
リブラでバルセ・ナからアレキサンドリアまで保険し，ついで，1415年7
　　　　　12）
月27日付契約においてFelip　Prestadorが，これもバルセ・ナ商人である

Antoni　Salellesの羊毛およぴ大麦をトルトーサからヴェネッィアまで保

険することとなった．ようやくこの頃になって，契約当事者にパルセ・ナ

固有の商人衆が揃うのであって，かかる意味において，最初のパルセ・ナ

固有の海上保険契約は，1401年11月26日付契約であったとも言えよう．
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　14世紀末に至り，それまでの繁栄に影がさし始め，15世紀初頭には，

いわゆる危機的状況に見舞われることとなるバルセ・ナにおいて，皮肉に

も海上保険取引は広く行われることになったらしい。それは当市の公証人

Barthomeu　Masonsの記帳したr海上保険簿」（Libro　de　los　seg皿os　ma－

ritimos）の証するところである．

　Masonsは，1428年7月20日から翌1429年12月10日までの海上保険

取引を記帳したのだが，それによれば，この期間に1091件（保険者1名
　　　　　　　13）
毎）の海上保険契約が締結され，付保された貨物の総価額したがって総保

険金額は121，168．10リプラ，1契約あたりの平均保険金額は約111リブラ，

保険者の総数134名，内バルセ・ナ固有の商人106名，外国人商人23名

（内22名がイタリア商人，1名はドイッ商人），バルセロナに帰化した商

人5名であった．総保険金額121，168．10リブラの内，1428年に付保さ

れた額は，108，398リブラであり，前記のように，これが当時の世界の

取引の1／4にもなることが推測されているから，まさに当地は，世界の中

心的海上保険市揚の一つにまで成長したのであった．付保された貨物のお

よそ3／4すなわち96，363．10リブラはバルセロナ固有の商人の所有であ

り，明らかに，バルセロナ商人衆に海上保険は一段と普及することとなっ

たのだが，保険者についてどうであったかと言えぱ，事情は必ずしも同じ

ではない。1401年，ついで1415年にバルセロナ固有の商人が保険者とし

て登揚したから，次第にバルセロナ商人による保険の引き受けが著増し，

バルセロナ保険者がその独自の強固な地盤を確立し，海上保険市揚の支配

的機能を果たすようになったと誤解してはならない．

　Masonsのr海上保険簿」に見える保険者数134名の内，バルセロナ保

険者は106名を占め，契約件数から言えぱ，1091件の内，781件をこれ

が引き受けているので，確かにそのように思えるかもしれ’ないが，それら

は総保険金額121，168．10リブラの内，1／2にも満たない53，968。10リ

　　　　　　　　　　　　　　48



　　　　　　　15世紀バルセロナにおける海上保険契約（1）

ブラを保険したにすぎなかった，

　さらに，パルセロナ保険者と外国人保険者との4名あたりの平均的数字

を比較すれば，一層明らかである．後者は前者の2倍強の契約を引き受け，

その額は5倍強，しかも1契約あたりの保険金額も3倍弱にも達するので

ある。結局，バルセロナ固有の商人たる保険者は中小規模のそれに他なら

なかったのであって，実際106名の内30名は，わずか100リブラ未満の

保険を引き受けていたにすぎない．これに比ぺ，外国人保険者の約半数は，

1000リブラを超える多額の保険を引き受けていたのである．

　バルセ・ナ海上保険市場は，1428年世界有数の市揚にまで急成長した

が，それは主としてイタリア商人が大部分を占める外国人保険者の支配す

るところであったのである。

　不運にも，丁度その頃からバルセ・ナは，危機に見舞われることとなり，

幾度かのジェノヴァとの海戦，他の地域よりも悲惨だったペストの流行，

海上企業から陸上企業への投資の転換，貯蔵金銀の減少，銀行業の破たん，

商人の気力喪失は，顕者にバルセロナ商業の衰微を押し進め，ついには，

1435年ポンツァの海戦での大敗，そしてその際にアルフォンソ5世が捕

えられたことがバルセ・ナの国力の著しい減退を世界に知らしめることと

なり，一時期の華々しいバルセ・ナの商業活動は，過ぎ去った夢になるあ
　　　　　14）
りさまであった．

　1428年7月10日から12月31日までに締結された総保険金額は108，398

リブラにも達したが，翌1429年1月1日ないし12月10日については，

1ケタも違う12，770リブラに落ち込んだ．その主たる理由は，バルセ・ナ

商業の落ち込みとイタリア商人の資本の引き揚げによると思われるのだが，

かかる危機的状況の中で，1432年条例は定められたのであった。

　同条例は，危機を克服すべく，アルフォンソ5世により採られた勢力

拡張策の中にあって，ジェノヴァとの絶え間ない抗争および当時のイタリ
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ア諸コムーネ間の複雑にからまりあった抗争関係により，海上保険行政上，

これら諸コムーネに対し，不干渉主義を採用するとともに，r市民，住民

およぴ……商人の保障」のために，コムーネ間のr戦争中」に限って，ヴ

ェネツィア，フィレンツェ，ジェノヴァ，さらにピサ2ルッカ，シエナ3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15）
ロムバルドの船舶・貨物の保険を引き受けることを禁じた．

　以前からイタリア保険者が支配的地位を占めていたバルセロナ海上保険

市場にとって，この条例の制定は，イタリア保険者の資本の引き揚げとと

もに大きな痛手であった．必ずしも，本条例が厳格に遵守されたわけでは

なかったが，取引は著しく減少し，rarissimeな契約しか行われなくなっ
　ユの
た．それは，バルセ・ナ商人衆に耐えられるところではなく，同商人衆は

っいには廃止の嘆願をすることとなり，1434年1月8日嘆願を入れ，本

条例は廃棄されることになるのである、

　しかして，およそ2年を経た1435年11月21日新しい海上保険条例が

定められ，本条例は，「保険するについて，〔バルセ・ナ〕市において引き

続き生じうる一切の詐欺および害悪，疑義ならぴに論議を一掃するために・

したがって，被保険者のみならず保険者の保護のために」という特殊・

個別的制定理由を掲げた，

　　17）
　Bensaは，1435年条例を含めて，バルセ・ナの諸条例は明らかに政治

的性質を有していた，としたのだが，これではいかなる政治的性質か分ら

ないし，1432年条例から1435年条例への，制定理由の様変わりには，何
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ら解答を与えることができない．Goldschmidtは，制定理由について寡黙
　　　　　　　の　　　　　　の
である．Boiteux，Spagnesiもほぼ同様．

　1435年条例の制定理由から，保険取引が再ぴ広く行われるようになっ

たであろうことは想像するに容易である．詐欺等の発生は，保険取引が少

なくともある程度広く行われるようになって，通常生じ，そして条例によ

る規制の対象となるからであるが，1435年当時のこれを証明する史料は
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未だ暗やみに埋もれたままらしい．しかし，1444年から1459年に至る海

上保険取引の傾向をおおよそ裏づけることは可能である．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21）

1444年 1454年 1459年

6，655リブラ 12，797リブラP 31，736リブラ

　つまり，漸次増加傾向をたどっているのである．

　一度落ち込んだバルセ・ナにおける海上保険取引は徐々に回復し，同海

上保険市揚は，1428年の盛況にはほど遠いが，活況を少しづつ取り戻す

こととなり，1454年にはおよそ1429年の段階まで回復することになるの

である．しかも，1444年には，バルセ・ナ海上保険市場の支配層の交代が

明らかに示されている．詳述すれぱ，この年には45名ほどの保険者衆が

約103件の契約を引き受け，その額は6，655．リブラになるのだが，外国人

保険者1名あたり1．6件，金額168，75リプラ，これに対し，バルセロナ保

険者は，2，3件，金額132。6リブラであり，さらにそれぞれの1契約あた

りの金額は，168リブラと55，8リブラで，その割合は以前とほぼ同じであ

るが，保険者1名あたりの契約件数およぴ金額については，L6件：2、3

件，168。75リブラ：132・6リブラと，前者については逆転，後者について

は大巾に近似することとなった．また，肝要なことには，バルセ・ナ保険

者衆は全体6、655リブラの内大半の5．305リブラを引き，受けたのに対し，

外国人保険者は残りの1，350リブラを引き受けたにすぎず，さらに同保険

者の数はわずか全体の13％，5名に減少しており，しかも，この割合は

1454年そして1459年と次第に減少していくのである．したが’って，1432

年およぴ1435年条例の制定理由の変化につき，これを保険取引の活力回

復とその市揚における支配的商人層の交代に帰せしめても，大過ないので

はないだろうか．
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　1432年条例は，危機的状況の中にあって，これを打開すべく採られた

政策上，当時複雑にからみ合ったイタリア諸コムーネ間の抗争関係を考慮

して，これらに関与するよりはむしろ関与しない方が，当市のr公益」上

望ましく，さらに当市の市民等のr保障」の上からもベターであったため

に，諸コムーネ間のr戦争中」に限定して，それらの船舶・貨物の保険を

禁じた．そのためもあって，当市の海上保険市揚は，壊滅的打撃を受け，

rarissimeな契約しか行われなくなったのだが，しかし，本条例が廃止さ

れると，わずかずつではあろうが，海上保険取引は回復の道を歩み始め，

おそらく1435年条例が制定される頃には，一定の所までは回復されるこ

ととなった．皮肉にも，取引が回復するにつれ，保険に寄生する詐欺等も

増大し，保険取引をめぐる争いも増えることとなったために，1435年条

例は，制定理由にr一切の詐欺および害悪，疑義ならぴに論議を一掃する

ために」という文言を掲げた．と同時に，その頃バルセロナ保険者衆が，

外国人保険者衆に代わり，支配的地位を獲得しつつあったから，詐欺等の

犠牲に供されるのは他ならぬバルセ・ナ保険者衆であったに相異ない．同

　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　ロ
条例は「被保険者のみならず保険者の保護のために」（傍点一引用者）と

いう理由をも並列して掲げたのであった．

　詐欺等を一掃し，海上保険市場の新しい支配層たるバルセ・ナ保険者衆

を保護するには，必定契約内容に立ち入り，干渉し，妥当なものに規制し

なければならない．さもなければ，隔靴掻痒の感すら残れ，他の何ものも

ない．ために，1435年条例は，多くの規定で，海上保険契約の内容に立

ち入り，同契約の諸要素に触れることとなったのである．

　しかして，1435年条例の諸規定は，後の諸条例に受け継がれていくの

であって，本条例の制定理由は，一連のパルセ・ナ条例が海上保険契約の

諸要素に多くの規定で触れた根本原因となるものであり，かつまたバルセ

ロナ条例が海上保険契約法理の発展を促した始源的基本原因となるものな
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のである．

1）Bensa，op，cit．，p．921塙，前掲訳，p．263，

2）　拙稿rバルセ・ナの保険条例（11」r青山経営論集』第19巻第1号，1984年，

　PP．26－38を参照。

3）　Pelaez，CambiQs，cit．，p．127、なお，Perels，L，apparition，cit、，pp。284－

　285およぴ拙稿，前掲1432年パルセ・ナ，p・11も参照，

4）　Boiteux，L　A．，La　fortune　de　mer－1e　besoin　de　s6curit6et　Ies　d6－

　buts　de　rassurance　maritlme，Paris，1968，p．891Garcia　i　Sanz　i　Ferrer

　i］M【allo1，0P．cit，，PP。136－138i378－405・

5）Bensa，op。cit．，p，791塙，前掲訳，p151では，r80件以上」（oltre

　ad　ottanta）とされ，Bensaを引用したGoldschmidt・a・a・0・・S・361で

　もr80件以上」（mehr　als80）とされているが，Bensa，op．cit，，p．48，n、

　4に掲げられたMaggiQlo（Malolo）関係書類では79件にすぎない。内訳は

　8月21日4件，22日6件，23日6件，25日9件，27日1件，9月2日2

　件，3日4件，4日4件，5日8件，7日4件，9日5件，10日4件，11

　日4件，12日4件，13日1件，15日13件である．また，Maggioloは，

　1368年2月12日，3月6日，1374年2月4日にも，保険契約の締結に関与

　したらしい．なお，1368年2月21日，1393年8月22日およぴ9月15日付

　の三史料は，Bensa，op。cit，，document産XII　e　XIII（塙，前掲訳，pp．

　498－503，527－530および530－533）に掲げられている．

6）　Carrむe，op．cit，，p，792et　n。2およぴGarcia　i　Sanz　i　Ferrer　i】M［allo1，

　0p．cit，，pp．138，419－420，423－427，433－435，437－438，441－447　i449－452

　を基に作成した．

7）　Carrむre，oP。cit・，P。795，n・1・

8
）

9）

10）

11）

12）

13）

　Ibid．

　Ibid．，p，794．

　Ibid，，p．796。

　Garc三a　i　Sanz　i　Feロ・er　i　Mallo1，0p．cit。，pp．141i460－461．

　Carr壱re，op．cit，，p，793，n．21Garcia　i　Sanz　i　Ferrer　i　Mal1Q1，0p．cit、，

pp。470－472．

　保険者毎の契約件数およぴ金額の詳細は次の通りである．これは，Carr6一
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re，op・cit．，pp．870－872に基づく。なお，Ibid．，pp、796－800も参照の二と．

　　　　　　　　　　　　　1428・29年バルセロナにおける保険者

保険者　　　　　　　　　　　　　　　契約件数

バノレセロナ人

Francesch　Alamany　　　　　　　　　　　　　　　　　　争

Johan　Alamany　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3

Johan　Albo　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

Berenguer　Ale暫a　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6

Pere　Ayねnti　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　1

Barthomeu　Babau　　　　　　　　　　　　　　　　　14

Bonanat　Bad虹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

Manue1（1e　Bellcayre　　　　　　　　　　　　　　　　l

Anthoni　Beren…μer　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

Luis　Bertran　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

RamQnBertran　　　　　　、　　，5
Francesch　Borgada．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

J・㎞nCanals　　　　　　　　　　7
Bamat　Canet　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

Nicho㎏u　Canto　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

Francesch　de　Cardona　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

Nicholau　Carreres　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

Bernat　Cerdans　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5

Bemat　Claret　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25

Johan　claris　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24

JQhanC1・ssi　　　　　　　　　　6
J・hanc1・tes　　　　　　　　　　20
Pere　Daltello　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

Johan　Dan（1rea　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9

Matheu　Davinyo　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

Guillem　Del　CasteII　　　　　　　　　　　　　　　　　1

金額（リブラ）

認
孟
5
。
鋤
3
5
5
。
5
。
蕊
薦
鴛
乃
蛎
鶯
鵬
論
禦
5
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
7
　
1
　

1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
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15世紀バルセロナにおける海上保険契約（1）

Guillem　Dez　Coll

Macia　Dez　Co辻ey

Jacme　Dez　guer

Johan　Dez　guer

Pere　Dez　Pau

Gui11em　Ferrer

Nicholau　Feπer

Pere　Ferrer

Nicholau　Ferreres

Guillem　Florensa

Anthoni　Folquet

Gabriel　Gipera

Pere　Grau

Gu玉11em　de　Gualbes

Pere　de　Gualbes

Barthomeu　de　Lobera

Johan　de　Lobera

Miquel　de　Manresa

Pere　de　Lianresa

Pere　Maries

Pere　Marquet

Guillem　Marti

Pere　Llarti

Pere　Miret

Bemat　de　Molle

Gaspar　de　Montsospir

Pere　de　Muntros

Pere　de　Niubo

Gaspar　Oliver

Johan　Padres

Johan　de　Pallars
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2
4
8
3
8
3
3
1
2
4
5
1
1
1
4
1
4
1
3
3
3
1
2
6
6
1
5
3
1
1
1
8
4
1
2
3
1
0

5
0
5
5
0
0
0
0
0
0
0
5
0
5
0
0
0
0
0
9
0
9
5
0
0
0
5
0
0
5
0

7
2
4
4
2
9
2
2
5
2
6
7
5
5
7
1
0
5
8
0
2
3
0
2
1
5
1
5
2
8
1
0
5
6
／
1
0
倒
2
3
5
5
5
2
7
2
5
5
0
2
5
4

　
　
　
2
　
　
　
　
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　

8
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
　
　5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
　
　
ワ
θ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
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Johan　de　Pedralbes

Francesch　Pine（1a

Pere　Pinos

Francesch　Pipinelli

Johan　Prestador

Pere　de　Prexana

Amau　de　Pugesola

Francesch　Pujada

Pere　de　Queralt

Tristanydegueralt

Nicholau　Reverdit

Pere　Ribes

］MIique1｛ie　Roda

Johan　Roig

Mique1Ros

JacmeRovira

Bemat　Sa　Gτau

Francesch　Sa　Grau

Jacme　Sala

Amau　Salavert

Francesch　Salavert

Valenti　Sa　Pera

PereSaragossa

Pere　JQhan　de　sent　Climent

Amau　Sent　Just

Bemat　Serra

Gabriel　Ses　Oliveres

Gabriel　Simon

Johan　simonell

Luis　Sirvent

Jaome　Sola
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2
3
1
9
5
4
2
4
3
1
9
0
2
6
4
4
2
1
1
5
4
3
3
1
4
5
2
4
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4
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0
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5
0
9
0
0
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5
5
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0
0
0
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0
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5
5
0
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0
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3
0
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1
2
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1
0
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1
5
0
2
2
5
5
5
0
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0
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15世紀バルセロナにおける海上保険契約（1）

Johan　Sorrell

Gabriel　Sunyer

Pere　Teπassa

Johan　Thomas

Guillem　Toπa

Johan　de　Torralba

Francesch　Toπalles

Francesch　Valls

Johan　Vilar

Barthomeu　Vines

不明

1

1
0
5
7
3
8
0
1
2
8

　
1
2
　
　
　
　
2
2

　25

　50

　625

3725

　200

　300

　500

　975

1100

　150

　650

106名 781件 53968，10

帰化人

Pere　Albert（ペルピニァン）

Johan　de　Barqueres（ペルピニアン）

FelipdelaCavalleria（サラゴッサ）

Jacme　Conet（トルトーサ）

Thonlas　Taqui（ペルピニアン）

ビ
σ
1
1
6
1

500

50

100

175

200

外国人

Rafael　Arpa（ジエノヴァ）

Filippo　Aldighieri（ピサ）

Bastiano　BQnavolti

Franco　Botxi（ノレッカ）

Johan　Canyolli（ノレッカ）

BamabeuCentMrio（ジエノヴァ）

pere　Johan　Darib【i（フィレンツェ）

Leonardo　Frescobaldi（フイレンツェ）

Guillem　Gambar血i

Benedetto　Gentile（ジェノヴァ）

2
2
1
1
1
5
1
2
5
2

5
　
　
　
　
3
　
　

阿
ノ

9040

　100

200

　50

2325

　415

　100
9435

　225

　250
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Antonio　Gifrotis（ジエノヴァ）

Giorgio　di　Giovann（フィレンツェ）

Rafaele　et　Giovanni　Giust血iani

GeronimQ　Grimaldi　et　Johan　Grillo（ジ呂ノヴァ）

Tommaso　Imper垣1i（ジェノヴァ）

FranciscodeMedici（フイレンツェ）

FrancescQMerlessi（ジェノヴァ）

JohanPelegri（フィレンツェ）

C，deSalviatis（フィレンツェ？）

　et　Johan　Ventura（バルセロナ）

Francesco　Salviatis

Jacme　di　Tommaso（フィレンツェ）

Francesco　Tosinghi（フィレンツェ）

Gaspar　de　Vat（ドイツ）

1
1
8
0
2
8
4
0

　
　
　
1
　

3
1
1
9
1
2
3
7

2
　
　

9
1

　100

　100

　800
1850

　150

6250

2100

1850

7100

　200
　290
21120

2125

23名 396件 66175

14）　Cf・Canもre，oP．cit．，PP．725－752．

15）拙稿，前掲1432年バルセロナ，pP。11－12，

16）　CarrOre，oP．cit．，P．801．

17）　Bensa，oP。cit。，P、933塙，前掲訳，P．264．

18）　Goldschmidt，a．a．O。

19）　Boiteux，oP．cit．

20）　Spagnesi，op．cit。，pp。89－111．

21）保険者毎の契約件数およぴ金額の詳細は次の通り、これは，Carr壱re，op．

　cit．，pp，873－879に基づいている。なお，Ibid．，pp．796－800をも参照のこ

　　と．

1444年バルセロナにおける保険者

　保険者

バルセロナ人

契約件数 金額（リブラ）
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15世紀パルセロナにおける海上保険契約（1）

Gabriel　Angles

Pさre　Andreu

Guillem　Baioles

Gabτiel　Berenguer

BarthQmeu　de　Busuldu

Luis　de　Caselles

Pere　Cathala

BerenguerCOm

Galceran　Cortes

Andreu　Crexells

March　Dez　Pou

FranceschFerrer（サラゴッサ）

Pere　Ferrer

Pere　Ferrer（預託銀行）

Galceran　Fomos

Pere　Fort

Pere　Guerau

Roman　Guerau

Pere　Marquet

Pere　Marquet（小売商）

Ant1ch　Marti

Pere　Mascaro

Barthomeu　Agusti　de　Massanet

Barthomeu　Moncofa

Gaspar　Muntmany

JQhan　Oliba

Gabrie10medes

Johan　de　Pallars

Nicholau　Pas（1ual

Jacme　Pipinelli

Pere　Guillem　I》Qrtella

6
3
4
1
1
6
1
2
5
3
1
1
6
1
2
5
2
2
3
2
1
2
4
3
8
1
1
2
1
1
3
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5
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
5
0
0
5
5
5
5
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0

7
0
5
2
5
5
0
5
0
0
5
5
7
0
7
5
5
7
0
7
2
5
5
2
0
0
0
0
5
5
0

2
1
2
　
　
3
1
1
5
2
　
　
2
1
　
2
　
　
2
　
　
　
2
1
5
1
1
1
　
　
1
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Luis　Requesens

Francesch　Rourich

Johan　de　Romerals

Johan　Sa　Coma

Pere　de　Sent　Climent

Andreu　Solsona

Luis　Solsona

Pere　Te∬es

Miquel　Vine11

1
1
1
1
1
1
3
1
2

0
5
0
5
0
5
5
5
5

0
2
5
2
5
2
2
7
7

1
　
　
　
　

1
　
　
1

40名 95件 55255

外国人

FilipPo　Aldighieri（ビサ）　　　　　　　　　　　　　　　　1

Alessandro　Gaddi（フイレンツヱ）　　　　　　　　　　　1

NicolaMane11i（フイレンツ呂）　　　　　　　　　　　　3

Angelo　di　Norone（フイレンツェ）　　　　　　　　　　　1

BernardQ　Ciampelli　et　Andrea　de，Pazzi（フィレンツェ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

300

250

150

50

600

5名 8件 1350

1454年バルセロナにおける保険者

　保険者

バルセロナ人

Bemat　de　la　Ala

Guillem　de　la　Ala

Gabriel　Angles

Johan　Ba（1ia

Guillem　Bajoles

Franci　Bertran

契約件数　金額（リブラ）

3
1
2
2
3
1

　
　
　
　
1

125

25

50

100

975

200

60



15世紀バルセロナにおける海上保険契約（1）

Luis　Be血an

Guillem　Bo伍11

Anthoni　Car（lona

PeredelaC翫valleria（サラゴッサ）

Rafae1Citjar

Andreu　Crexells

Bemat　Dalgas

Luis　Guillem　Del　Castell

ThQmas　Dez　Mas

Jacme　Diumer

Johan　Faritza

Anthoni　Ferrer

Ba辻homeu　Ferrer

Johan　Ferrer

Saldoni　Ferrer

Galceran　Fornos

Pere　Fort

BarthQmeu　Garret

Lu三s　Gilabert

RamQn　Guerau

Nicholau　JanQver

Pere　Marquet

Jacme　Marti

Barthomeu　Agusti　de　Massanet

Barthomeu　de　Niubo

Bernat　Oliver

Francesch　de：Pedralbes

Jacme　de　Pertusa

Francesch　Pipinelli

Pere　Pons

Amau　Porね

1
1
1
1
8
4
3
1
1
1
1
1
1
3
2
5
4
鉛
1
0
1
1
9
1
1
1
4
6
1
1
1
2
1
1
0
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5
5
5
0
5
9
5
0
5
5
0
5
5
0
0
0
5
5
5
5
5
0
0
0
0
0
0
5
5
0
5

2
2
2
0
7
9
2
5
2
2
0
2
7
0
5
0
7
2
2
7
2
5
5
0
5
0
1
2
7
5
7

　
　
　
1
2
9
　
　
　
　
1
　
1
0
1
3
3
　
　
2
　
　
　
4
1
1
・
　
　
　
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　
　
　
　
　
2
　
　
　
　
　
　
　
　

1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
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Geronim　Rayla

Francesch　Rourich

Pere　Rovira

Bernat　Sa　Bastida

Genis　Sabater

Johan　Sa　Coma

Bemat　Sacris惚

Francesch　Sa　Font

Lop　Sanxis　de　Buey

Johan　Scales

Francesch　Ses　Co民s

Rlarti　Solzina

Johan　Stela

Nicholau　Vねstrosa

Jacme　de　Vich

Bemat　Viner

1
2
1
2
1
1
9
1
2
1
1
6
1
2
3
2

　
　
　
　
　
1
1
1

5
0
0
5
5
5
5
0
5
5
5
5
0
0
5
0

2
5
5
7
2
7
0
5
7
2
2
2
0
0
2
5

　
　
　
　
　
3
1
4
　
　
　
　
2
2
2
1

　
　
　
　
　
　
1

53名 241件 12391。10

外国人

Bardo　di　Francesco（シエナ）

Federico　Galleti（ヒoサ）

Leonardo　Imperiali（ジェノヴァ）
1
3
1

25

350

25
置

1459年バルセ・ナにおける保険者

　　保険者

バルセロナ・カタロニァ人

Bemat　de　la　Ala

Pere　Agusti　Alba

Franci　Ale即e

Brando　Amat

数
件
1
1
1
1

約契 金額（リブラ）

　　　　　　25

　　　　　　100

　　　　　　50

　　　　　　50
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15世紀バルセロナにおける海上保険契約（1）

Andreu　Amat

Gabriel　Angles

Rafael　Angles

Huguet　Arbosich

Johan　Bad地

Guillem　Bajoles

Francesch　de　Barnaba

Francesch　Be辻ran

Esteva　Bonet

Francesch　Bonet

Nicholau　B■et

Barthomeu　Camprodo

BonanatdeCarcassona

Pere　Carreras

Bernat　Corco

An（ireu　Crexells

Bemat　Dalacant

Bemat　Dalgas

Johan　Dalmau

Thomas　Dez　Mas（両替商）

Thomas　Dez　Mas（商人）

Johan　Dez　vall

Galceran　Dez　Valls

Pere　Dez　Valls

Gaspar　Dez　Valls－Leo

Johan　Dez　valls－Leo

Johan　Elicsen

CipriaFa1CO

Anthoni　Ferrer

Barthomeu　Ferrer

Blay　Ferrer

1
7
7
3
1
1
4
5
1
3
1
1
1
6
6
8
1
4
2
1
1
2
1
2
5
2
2
1
3
4
1
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0
5
5
0
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0
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2
5
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5
5
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5
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Francesch　Ferrer

Francesch　Ferrer（サラゴッサ）

Johan　Ferrer（タラゴーナ）

Johan　Fe1Yer　de　Busquets

Luis　Figuera

Anthoni　Folquet

Francesch　Font

Johan　Fo武ia

Francesch　Geτoua

Luis　Gilabert

Pere　Grau

Bernat　de　Junyent

FranceschdeJunyent

PeredeJunye且t

Nicholau　Labia（ヘロナ）

Pere　Lab三a

Johan　de　Lobera

Aulaguer　Lunes

Pere　Marquet

Pere　Marra

Anthoni　Maruny

Pere　Mascaro

BarthQmeu　Agusti　de　Massanet

Francesch　B－untmany

Gaspar　Muntmany

Bemat　Oliver

Johan　de　Pallars

地mon　de　Paτets

Jacme　Pasqual

Johan　de　Pe（1ralbes（トルトーサ）

Gabriel　Pere

64

1
1
1
3
1
2
1
3
1
6
1
1
6
5
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㎞i　Solzina

Johan　S亡ela

Baltasar　Tamarit

Johan　Berenguer　Thora

Francesch　Torralles

Pere　JQhan　Torralles

Johan　urgelles

Feπer　Vendrell

Jacme　Verger
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　75
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225
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32，10

　100
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225

108名 475件 30661．10

外国人

JacmeCarmauetJacmeMatelli（・ムバルト）

Gar（10di　Francesco（シエナ）

Federico　Galleti（ピサ）

Jacme　Litta（ミラノ）

Bernardo　Ciampelli（フイレンツェ）

525

75

75

50

350

5名 13件 1075

IV　契約当事者資格

　かくして契約の諸要素に触れ，法理の発展を著しくしたバルセロナ条例

およぴ個々の契約に関する諸史料から，15世紀同地における海上保険契約

法理を研究する場合に，まず論ずぺきは，契約当事者の資格についてである。

　海上保険契約が有効に成立するには，第一に資格ある当事者の合意がな

ければならない．さもなければ，該契約は有効に成立しえない．それゆえ，

契約当事者資格は，海上保険契約法理の最初の問題であり，かつまた最も

重要な間題の一つである．とりわけ15世紀といった古い時代にあっては，
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すぺての者にかかる資格が与えられていたわけではないから，なおさらの

ことであろう．

　契約当事者資格は，契約者（被保険者）資格と保険者資格に分けること

ができるが，バルセロナ条例は，前者について，一方で外国人の所有船

舶・貨物の保険の禁止・制限を定め，実質上外国人の自己所有船舶・貨物

に関する付保資格したがって契約者（被保険者）資格を否定・制限してお

り，また他方では一定の条件の下に内国人の自己所有船舶・貨物に関する

付保資絡を制限しているから，これらはいずれも契約者（被保険者）資格

の間題ではあるが，個別に扱うこととし，その後に保険者資格に言及する

こととする．

W己　契約者資格一外国船舶・貨物の保険の禁止・制限

　海上保険契約は，当事者の一方が偶然な事故によって生ずる損害をてん

補することを約し，相手方がこれにその報酬を与えることを約することに

よって効力を生ずる損害保険契約の一種であり，保険契約者の申し込みと

保険者の承諾によって成立し，しかもその成立のために別に当事者の何ら

かの給付を要しない諾成契約である．

　損害のてん補を約する者を保険者といい，その相手方としてこれに報酬

を与えることを約する者を保険契約者という．

　かかる契約当事者になりうる資格について，わが現行法上，前者に関し

ては保険業法に定めがあるが，後者に関しては格別の制限はなく，外国人

といえども，特段の制限がないかぎり，保険契約者資格を有している．

　今日でこそわが国では，保険契約者資格に関して，外国人は，原則とし

て内国人と平等に扱われており，それは民法第2条のr外国人ハ法令又ハ

条約二禁止アル揚合ヲ除ク外私権ヲ享有ス」と定めるところでもあるのだ

が，保険誕生後間もない地中海諸国においてはそうではなかった，少なく

　　　　　　　　　　　　　　67
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とも，海上保険契約にあっては異なっていたのであり，外国人が自己所有

の船舶または貨物について保険を付すのは，あるいは禁止され，またある

いは制限され，外国人の，この保険契約締結に関する私権は実質上制限さ

れていたのである．

　バルセ・ナにおいては，当地最古の条例たる1432年条例が，暫定的で

はあったが，政治的配慮からrいかなる同市の市民もしくは住民または外

国人である場合には同市において商いもしくは取引を行う商人は，いかな

る事情があると，同市またはその領域内で，上記諸〔都市〕国家〔ヴェネ

ツィア，フィレンツェ，ジェノヴァ〕のいかなる者または者達のいかなる

船舶について，あえて保険してはならず，保険することはできず，保険を

引き受けてはならないことを命令する．ピサ人，ルッカ人，シエナ人，・

ムバルド人の諸〔都市〕国家の〔いかなる者または者達のいかなる船舶に

ついてもまた同じ〕．同諸〔都市〕国家もしくはそれらのいずれかの物品，

　　　　　　　　　　　　　　1）
商品または財物についても（また同じ〕」と定めた．

　1435年条例は，第1条においてr国王殿下の臣下のものでない船舶ま

たは小船舶……は，いかなる方法であれ，全部であると一部であると，バ

　　　　　　　　　　2）
ルセロナで保険されえない」と定めて，外国人の自己所有船舶に関する付

保資格を否定し，また第3条において，r同殿下の臣下でないいかなる者

またはいかなる者達も……同殿下の臣下のものである我々の船舶もしくは

その他の小船舶に積載されずまたは積載されていないかぎり，物品，商品

または財物につき，直接であると間接であると，いかなる方法であると，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3）
一切の詐欺を排するためバルセ・ナで保険されえない」と，r我々」の，

つまりバルセロナの船舶に積載されないかぎり，外国人の自己所有貨物の

付保資格を否定する一方，他方において，バルセ・ナ船舶に積載された外

国人の貨物については，これの付保資格を価額の2／3までの範囲内におい

てのみ認め，それを超えては付保しえないとした．
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　1432年条例は，禁止の主観的対象が，商業上拮抗関係にあるイタリア

諸コムーネの市民に限られていた点で，特殊・個別的であったが，1435

年条例は，単に外国人として，一般的に定めることとなったのである．こ

の相異は，1435年条例が1432年条例に比べより高度の一般性を獲得して

いたことを示している．

　しかし，このような外国人に対してなされた付保資格したがって契約者

資格の否定・制限は，とりたててバルセ・ナ条例のみが規定したわけでは

なかった．これ以前のイタリア初期の条例においても定められていたとこ

ろであり，むしろ当時の一般的な措置であったと言える．

　ちなみに，イタリア初期の諸条例を見れば，ジェノヴァでは，1369年

ないし1380年頃に定められたr本条例の内容に違反してなされざるぺき

保険について」（De　assecuramentis　cont「a　contenta　in　P「esenti「egula

　　　　　　　　　　　　　　4）
non　faciendis）なる題名を有する条例により，外国船舶の保険は無効と

　　　　　　　　　　　5）
されていたし，かつて，Roccusは「フィレンツェには，同人が外国人の

ために保険をなすことを禁じた条例が存在する」（Florentiae　adest　sta－

tutum　prohibens　Florentinis　facere　assecurationes　pro　forensibus）と叙

述したにもかかわらず，それ’を明確にしなかったのだが，確かに同市にお

　　　　　　　　　　　　　6）いても，最古の条例たる1393年条例によって，フィレンッェ自身の商品

および物品を除き，積載船舶の内・外国籍いずれであると，外国人所有貨

物の保険は禁止され，外国人の貨物に関する付保資格は否定されていた．

　ヴェネッィアにあっても同様で，外国人の船舶・貨物の付保資格は全く

　　　　　　　　　　　　　　　　　　7）
認められず，この種の保険契約は禁止されていた．だから，バルセ・ナ条

例の該諸規定は，同条例固有のものではなく，イタリア初期の諸条例と同

じ範ちゅうに含まれ’るものと見なすことができる．

　ところで，かかる外国人の付保資格をなぜ否定あるいは制限したか，そ

の理由について一般に主張されるのは，保護貿易主義である．Bensaは，

　　　　　　　　　　　　　69
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「〔保険の国際的取引については〕非常に制限的な主義が優位を占めていた．

商業国家は，自由競争の範囲で，他国に打ち勝とうとするよりも，互いに

大きな障害および困難を創造することで，対抗した．すなわち，商業にお

ける勝利は，自ら経済的利益を得るのに努力することにあったのではなく，

むしろ損害を他に成功裏に引き起すことにあった．この反自由主義的な経

済体制……が保険契約には完全に反映している．立法者の保護主義的精神

は，その禁令に浪費者の禁治産に類似するような性格を与えるほどにまで

　　　　　8）
極端化していた」という．しかし，この主張は，フィレンツェ条例につき，
　　9）
：Piattoliの痛烈な批判を受けることとなった。氏は，フィレンッェが海港

を有さず，商船隊も有さなかった，ジェノヴァと全く異なる同市の特殊事

情と当時のフィレンツェの財政窮迫による金の外国流出，そしてそれによ

る貨幣価値の下落に着目し，外国船舶・貨物の保険の禁止は，フィレンッ

ェの金の国外流出に対する懸念による，と主張するのであり，保護貿易主

義といったrいわば経済理論に敬意を表して，特別な二一ズまたは目的が

その必然性を示すことなく公布されたとは信じ難いようである」と反ばく

する．

　Piattoli説は，フィレンッェに関しては認められるぺきところであろう

が，といってバルセロナにもこれが妥当するか否かは，むしろ消極的にな

らざるをえず，今なおバルセ・ナにつき認められているのはBensa説に

他ならない．しかし，Bensa説の欠陥は，何を保護する目的で外国船舶・

貨物の保険を禁止・制限したのか明らかにしていない点と保護貿易主義と

いう比較的広い概念に制定理由を求め，ややもすれば保険固有の個別・特

殊的理由を捨象しがちである点であろう．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10）
　大略においてBensa説の延長線上にあるReatzの主張は，前者の点

にっきBensaよりも明確である．氏によれぱ，外国船舶・貨物の保険の

禁止・制限はバルセロナ商業政策の当然の帰結とされるが，その政策の骨
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子はバルセロナの富と繁栄そして海上覇権の確立にあり，それは海運業の

繁栄により裏書きされるところであったから，保護する対象は，バルセ・

ナ海運業に他ならなかった，1227年条例により，アフリカ北西海岸等へ

のバルセ・ナ商品の輸出には，内国船舶を利用しなければならず，これが

一隻も利用しえない揚合に限って，外国船舶を使用しえたにすぎず，また

1354年には，内国人が外国船舶に貨物の運送を委託した場合には罰金刑

のみならず体刑をも課せられた．この種の例は二つに留まらない．かくし

て，バルセ・ナにおいては，同地の商人はもっぱら祖国の海運業のために

内国船舶の利用を半ば強制されていたのであって，外国船舶・貨物の保険

の禁止・制限はパルセロナ海運業繁栄のために定められた，というのであ

る，

　外国船舶の保険の禁止は，船舶保険の目的物がひっきょう内国船舶とな

り，損害発生の場合にはこれに保険金が支払われるため，内国船舶の修

繕・新造が確保されることとなる．また，外国船舶積載の外国貨物の保険

を禁止し，内国船舶積載の同貨物の保険を一部において認めたのは，結局

外国貨物の運送には内国船舶を利用させ，もって運送賃獲得の機会を増大

せしめて，バルセ・ナ海運の繁栄を目論んだためであった．

　確かに，外国船舶・貨物の保険の禁止・制限がバルセ・ナ海運に資する

ところは大であっただろう．とりわけ，昔時より特に海運業の繁栄に大き

な利益を有していたバルセ・ナにとって，いわゆる危機的状況に突入した

15世紀前葉に，かかる商業ないし産業政策から外国船舶・貨物の保険の

禁止・制限が定められたというのは，かなりの説得力を有する見解と思わ

れる．しかしまた，この種の禁止・制限が，海運業といった一定産業の保

護・育成といった観点から行われたばかりでないことにも留意しなければ

ならない．

　1393年のフィレンッェ条例は，フィレンッェ保険者がr大損失」（mag－
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　　　　　　　　　　　　　　　　11）　　　　　　　　　　12）　　　　　　　　　　　　13）

nas　lesiones）を被っていることを掲げた．Bonolisは，Piattoliの批判

を受けはしたが，字義通り解して，本条例の制定理由を，保険者のr大損

失」への配慮の中にみた．

　さらに，1421年ヴェネッィア条例は，r保険者は，外国船舶の状態さら

にそれに積載された商品について，情報を有さず，これの保険はただ支出

のみで，決して利益を生じず，かかる保険は我々市民および臣下の損害に

一堕し……すぺての者が危険および損害〔をもたらす〕と考えうる外国

船舶に関する保険をヴェネッィア市民……が行うことは，我々市民のとり

　　　　　14）
わけ有害な慣習」であるという理由で定められている．この種の保険は，

保険者が情報を有さないために，きわめてリスキーな契約で，それは損害

をもたらす可能性が特に高いから，禁止する，というのである。Piattoli

は，本条例については，何の問題も呈示することなく，そのまま解釈して

いる．

　今日のような情報がきわめて発達した時代ならいざ知らず，1435年バ

ルセ・ナ条例の定められ’た往時にあっては，外国船舶の保険を引き受ける

ことはきわめて冒険的であったに相異ない．それは外国貨物についても同

様であっただろう．なによりも，保険者が必要かつ十分な情報を得難いか

らであったが，また同時に，これらの保険は，詐欺的行為の寄生する豊か

な一土壌でもあったからなのである．

　1435年条例第1条における《per　extirpar　totes　fraus　e　bans，ques－

tions，e　dabats》及び同第3条の《tot　fraus　cessant》なる語句，さら

には，契約者（被保険者）が，保険の目的物につき外国人が持分を有さな

いことを宣誓すべき旨定めた第9条の文言は，後者の理由がいかに強かっ

たかを物語る一証左になりうるし，また後の1461年条例の外国船舶・貨
　　　　　　　　　　15）
物の保険に加えた峻厳な制裁もこのような証明となるのである．

　元来詐欺等を一掃し・被保険者のみならず保険者の保護のために定めら

　　　　　　　　　　　　　　72
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れた1435年条例にとって，最大関心事の一つは，詐欺の温床たる外国船
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
舶・貨物の保険であった．そこには，不心得な外国商人の種々の軒計がう

ずまき，バルセ・ナ海上保険市揚の支配的地位を占めつつあった同商人衆

は，それにより損害を被ったのであり，かかる憂慮すぺき事態を理由に，

1435年条例は，外国人の付保資格を規制し，外国人所有船舶および同船

舶積載の同所有貨物の保険はこれを禁じて，保険者の保護を計ったのであ

る．

　内国船舶に積載された外国商人所有貨物についてどうかと言えぱ，積載

船舶が内国のものである点で，荷主たる外国商人の軒策は成功を収めるこ

とは少なく，この種の保険をあえて禁止するほどの必要性は感じられなか

った．むしろ，外国荷主の内国船舶利用を促すから，バルセロナ海運政策

にマッチしていた．そこで，バルセ・ナは，内国船舶に積載される外国貨

物の保険を認めることとしたが，しかし被保険者が外国人であることから

なお詐欺等の発生を懸念して，貨物の価額の2／3の範囲においてのみ認め

たにすぎない．

　バルセ・ナが外国船舶・貨物の保険を禁止・制限して，外国人の付保資

格を否定・制限したのは，この種の保険が詐欺的行為の温床であった事実，

ここに他ならぬその理由があったのである．

　かかる外国人に加えられた圧迫は，他の諸都市よりも比較的これの自由

を認めていたバルセ・ナにあっては，歓迎されるところではなく，次第に

緩和されることとなる．また，それは，海上保険の世界における時代の趨

勢でもあった．

　ジェノヴァでは，当初の外国船舶・貨物の保険の禁止は，1408年条例

により一部廃止され，1420年頃の条例で，ほぼ原則的にかかる保険が是

　　　　　　　　　　　　　　　ユア　
認され，外国人の付保資格が認められた・前者は，この種の保険の禁止が

契約件数の減少をもたらし，それによって保険税収が減ったため，この回
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　　　　　　　　　　　　　　　ラ復を目的として定められたものであり，後者は，外国人の付保能力をほぼ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原則的に認めた点で，ジェノヴァの一般法と称されているものである．

　また，フィレンッェでは，1393年条例で，積載船舶に関係なく外国貨

　　　　　　　　　の物の保険が禁じられたが，1405年条例により，外国人がフィレンツェで

購入しまたは同地に搬入税を支払って搬入し，かつ同地から搬出する商品

の保険が認められ，1407年条例により，カタロニア商人の一定の搬出・

入商品のそれ，そして1419年には，ピサに／から搬出／入される外国商
　　　　　　　　め
品のそれが認められ，外国人の付保資格に関するrフィレンツェ条例の
22）

枠」が完成されることとなるのである．

　これらの都市に比ぺ，バルセ・ナの緩和への歩みは，牛歩のごとくであ

ったと言わねばならない。

　1435年バルセ・ナ条例の関係諸規定は，ほとんどそのまま1452年条例

に受け継がれたが，同条例は第3条で，r国王殿下の臣下のものである船

舶および／またはその他の小船舶，……それらに積載され，されるぺきい

かなる物品，商品および財物は，……価額の3／4まで保険され」うるとし

て，1435年条例の2／3を3／4に修正し，外国人の自己所有内国船舶積み

貨物の付保資格制限を若干緩めはしたが，依然として，外国船舶およぴ同

船舶積載の外国貨物の保険は禁止されたままで，そこには，やはり陰湿な

詐欺的行為の，この種の保険への寄生に，看過すべからざる原因があった

のである。

　1452年条例の該諸規定は1458年条例が受け継いだが，1461年条例は，

外国船舶・貨物の保険に関して，これがr間接的方法およぴ脱法〔行為〕

によりなされ」，その結果バルセ・ナ商人に大きな損害と不利益を生じて

いるという理由で，公証人および仲立人の罰金を50リブラに増額し，後者

にはさらにその職の永久的停止という制裁を与えることとした．同条例に

見える外国商人の好計には，代理権の授与，売買契約，組合契約等の偽装
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が存在する．

　1471年条例は，当時のパルセロナ船腹量の減少により，商人衆が貨物

の運送については外国船舶に依存せざるをえない事情から，外国船舶の保

険の禁止を解除したのだが，この措置はあくまでも暫定的であり，諸条例

中にあって例外的であったにすぎない．

　15世紀中葉まで種々の詐欺的行為がまとわり続けた海上保険契約も，

その理論的発展とともに，洗練され，次第に対詐欺的行為策は同発展の中

に組み込まれて，特段の政策的規定の必要は薄らいだ．

　しかして，1484年条例になると，外国人は自己所有船舶についても，

また自己所有貨物についても，かつての規制は一段と緩められ，前者につ

いては価額の3！4の範囲で，後者については，積載船舶が内・外国籍いず

れであると，一率に価額の3！4の範囲で付保資格が認められることとなり，

外国人の付保資格は，制限はあるもののほぽ原則的に承認されることとな

ったのである．それは，ジェノヴァ，フィレンッェに遅れるところおよそ
　　　　　　　　　23）
60年余のことであった．

　諸条例を一ぺつすれば，1432年条例は，禁止の主観的対象が，商業上

拮抗関係にあるイタリア諸コムーネの市民に限られていた点で，特殊・個

別的であり，1435年条例では，対象は単に外国人となって，一般化され

ることになったが，以後大略において次第に禁止・制限は緩和され，1484

年条例において1／8の差はあるものの，ほぼ原則的に外国人の内国人との

平等待遇が計られるに至るのであり，外国船舶・貨物の保険の禁止・制限

の変遷は，図らずも，バルセ・ナ条例の発達過程を描いているのであるが，

そもそも，外国船舶・貨物に関する保険への二一ズは，当初より高かった

のであって，1432年条例制定直後に締結された二件の貨物海上保険契約

ならぴに1460年代およぴ1470年に下されたかかる保険を認容する旨の免

許がこのことを物語っている．

　　　　　　　　　　　　　　　　75



　　　　　　　　　　一橋大学研究年報　商学研究　29

　前者は，1432年条例の禁止にもかかわらず，あえて禁を犯して締結さ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24）
れた1432年6月13日および1433年1月24日付契約であり，また後者は，

1461年条例の厳格な禁止規定の適用を免除され’るぺく，評議会に提出さ

れた申請に対して与えられたものであって，ヴェネッィア商人たるDaniel

Zon所有の，ヴェネッィア船舶積載貨物の保険に対する免許を始め，その
　　　　　　　　　　　25）
数はおよそ10件にものぼる．その数といい，またかかる免許が殊更1484

年条例制定前に集中している点といい，いずれも，同条例が従来のより厳

しい外国船舶・貨物の保険に関する立揚を改め，より今日的な自由主義的

立場を採るに至る下地がすでにこの頃にできあがりつつあったことを示し

ている．

　このことは，1484年条例の制定前に，契約法理が著しく発達したこと

をも示していると思われるのであって，その理由は，対詐欺的行為策が契

約法理に取り込まれ，特段のかかる策を講じる必要が薄らいだからに他な

らない．

　ところで，外国人が付保資格につき規制されたのは，自己所有の船舶・

貨物に関してだけではなかった．これは，外国船舶に関する冒険貸借につ

いても規制されており，1435年条例第1条，1452年条例第2条，1458年

条例第1条（Valls　i　Tavemerも同じ）いずれ’も，これに関する保険を

禁止し，1484年条例第1条は，船舶についてと同様，3／4の範囲でのみ

認めている．

　冒険貸借は，海上保険および金融制度の発達により，19世紀後半以後，

ほとんど行われることがなくなったと言われ，わが国の商法もこれにつき

規定するところはないが，1897年ドイッ商法典および1907年フランス商

法典は，過去の根跡を留めて，それぞれ第679ないし699条および第311

ないし331条に関係諸規定を置いている．

　ドイツ商法典第679条によれば，冒険貸借とは，船長により，かかる者
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として彼に与えられた権限に基づき，一定の報酬の確約ならびに船舶，運

送賃および積荷またはこれらの目的物の一もしくは複数の質権設定の下で，

取引の成立した航海（冒険貸借航海）の終了すべき地に船舶が到達した後，

質権の設定された目的物のみを債権者がその請求権によって保持しうると

いう方法で行われる消費貸借取引であって，船舶等を担保とし，船長によ

りなされる金銭消費貸借契約の一つで，船舶等の無事到達を弁済条件とす

るものである．フランス商法典にあっては，船長に限らず，船舶所有者等

もかかる契約を締結しうる．

　冒険貸借債権者は，航海が無事終了しなかった揚合には，弁済を受けえ

なかったから，もとより冒険貸借金につき被保険利益を有していた。ドイ

ッ商法典，フランス商法典，1906年イギリス海上保険法は，いずれもこ

の旨を明示している．

　しかるに，バルセ・ナでは，外国人たる冒険貸借債権者は，外国船舶に

関するその貸付金につき，付保することができなかったのであって，1484

年条例に至り，やっとその3／4の範囲で認められたにすぎない．

　バルセ・ナ条例は，r〔外国船舶〕の危険につき貸与された冒険貸借〔金〕

は……」と，禁止・制限を，冒険貸借契約上質権の設定される客体の方面

から規定したために，外国船舶に関してなされた冒険貸借について禁止・

制限されたのは，外国債権者に限られはしなかった・内国債権者も同様で

あり，また外国債権者といえども，冒険貸借が内国船舶についてなされた

揚合には，一定の範囲で付保することは可能であった．それは，内国船

舶・貨物に関する付保制限の規定が適用されるところであり，次章におい

て触れる．

　冒険貸借は，ギリシャ時代に始まると言われ，その古さは一般に認めら

れているが，これに関する保険と言えば，それはどれほどさかのぽりえる

のだろうか．
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　バレンシアに保険が伝えられたことおよぴ当地における保険訴訟の裁判

権がコンソル衆にあったことを証するコンソラート・デル・マーレのバレ

　　　　　　　　26）
ンシア版第46条の規定（1408年ないし1409年に書かれたと言われる．

実際に定められたのは1351年ないし1358年という説もある。）は，コン

ソル衆の裁判権の範囲につき，幾つかの例示に続いて，《assegurament

de　diners　e　de　robes》を掲げ，「バレンシア市のコンソル衆は，金銭お

よび物品に関する保険につき存在する一切の諸問題に関して，通常の一切

の権限〔裁判権〕を有する」（Los　C6nsols　de　la　ciutat　de　Valencia　han

tot　poder　ordinari……de　totes　qOestions　que　son……de　assegurament

de　diners　e　de　robes）旨定めるのだが，問題なのは金銭に関する保険

（assegurament　de　diners）という文言である，これにより，貨幣の運送

あるいは運送賃に関する保険が意味されていた可能性がないわけではない

　　　　　　　　　　　　　　27）が，Garcia　i　Sanz　i　Ferrer　i　Mallo1にょれぱ・これ’は冒険貸借の貸付金

に関する保険であり，さらにジェノヴァにあっても，かかる保険が認めら

れていたらしい．ただし，イタリア初期の諸条例には，かかる貸付金に関

する保険を明示的に認めたものはない．強いて挙げれぱ，1424年ヴェネ

　　　28）
ッィア条例のrいかなる外国人をも保険し，付保せしめること」（asseCu・

τare，vel　assecurari　facere　aliquem　forensem）はできない旨の文言があ

るが，定かではない．これは外国人を保険するのを禁じたのであって，他

の諸条例のように，保険の目的およぴ被保険利益を特定していないから，

解釈上冒険貸借に関する保険も，かかる文言中に包括せしめることは可能

であるが，この点につき明確な解答を与えている研究者はいない．ただ，

その可能性については，高いと言えるかも知れない，

　外国人の付保資格の否定・制限に関して，例外的なケースも存在した，

それは，1435年条例第6条，1458年条例第16条（第21条），1484年条例

第18条が定めるところである．バルセ・ナ向けに運送される穀物等の食
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料品については，その所有が外国人にかかるとしても，価額あるいは評価

額の全額が保険されうるものとされている．

　1452年条例には，かかる規定は存在しない．また，1435年条例から

1458年条例そして1484年条例へと，かかる扱いの対象となる物が，少し

ずつ増え，1435年条例では，小麦，大麦，からす麦およぴぶどう酒が対

象であったが，1458年条例では，これらに豆類と油が付加され，1484年

条例では，さらに米が付け加えられている．

　なお，1484年条例においてほぼ原則的に外国人の内国人との平等待遇

が打ち立てられたとはいうものの，未だ旧弊を完全に払拭するには至らな

かった規定も存在した．同条例第1条によれぱ，rジェノヴァ人または国

王殿下と敵対関係にあるその他の人々の所有の物品または船舶，あるいは

同物品およぴ船舶に持分を有する友好〔国の〕人々の物品または船舶は，

直接であると間接であると，バルセ・ナで保険され」えなかった．これは，

バルセ・ナの公益を配慮した規定に他ならないが，興味をそそられること

は，バルセ・ナが依然としてジェノヴァと対抗関係にあった事実を，本規

定によってもつぶさに知りうる点であろう．

　　1）拙稿，前掲1432年パルセ・ナ，p。12．

　　2）Capmany　y　de　Monpalau，Memori」s，reedici6n，cit．，p，4481拙稿，前掲

　　資料・1435年，PP．72－75。

　　3）Capmany　y　de　Monpalau，Memorias，reedici6n，cit，，pp．448－4491拙稿，

　　前掲資料・1435年，p．76，

　　4）本条例のテクストは不幸にして今なお不明だが，幸運にも同条例のおおよ

　　　その内容はBoscoにより伝えられるところであった。それによれば，外国

　　船舶の保険の無効と並んで，そのような保険に仲立人が関与してはなら奉い

　　　こと，裁判官も仲裁人もそれについて判決を下してはならないこと，事故の

　　情報が既に到達した後に締結された保険は無効であること，この情報がただ

　　　1人の者にしか到達しなかった揚合にもそれは到達したとみなされること，

　　が定められていたらしい・Bensa，op・cit・，pp・85－861塙，前掲訳，pp・
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　258－259。

5）　Roccus，F．，Responsorvm　legalivm　cum　decisionibvs，Neapoli71615，p，

　413．

6）Melis，op．cit．，pp．232－2331拙稿「資料・フィレンッェ初期の保険条例

　一1393年およぴ1394年条例一」r青山経営論集』第17巻第2号，1982

　年，PP．47－51，

　　本条例には，「フィレンッェ市……の誰も，いかなる方法であれ，……フ

　ィレンッェ自身の商品およぴ物品を除き……，いかなる保険…・略すること

　はできない」（nulus　de　civitate一・・Florentie　possit，modo　aliquo，facere

　　…aliquam　securitatem……nisi　pro　mercantiis　et　rebus　ipsorum　floren噌

　tinomm）と定められている，

7）　Stefani，G．，L，assicuτazione　a　Venezia　dalle　origini　alla　fine　della　sere・

　nissima，1，Trieste，1956，p．229；拙稿「資料・ヴェネッィァ初期の保険条

　例一1421年およぴ1424年条例一」r青山経営論集』第17巻第1号，

　1982年，PP．64－66，

　　本条例では，rいかなるヴェネッィア市民または居住者も，…・一ヴェネツ

　ィア……において，いかなる外国船舶についても，上記外国船舶に積載され

　たいかなる商品についても，どのような保険をも行うことはできない」（ali・

　quis　civis，seu　habitador　Venetiarum，・一・non　possit　facere……in　Venetiis

　　－ali（1uam　securitatem　super　aliquo　navigio　forensium，nec　super　ali－

　quibus　mercationibus　caricatis　in　dictis　navigiis　forensium）とされてい

　る．

8）Bensa，op．ciし，pp。119－1201塙，前掲訳，p。282．

9）　Piattoli，L，Le　Leggi　norentine　su11ンassicurazione　nel　medioevo，ArchiviQ

　storico　italianQ，XVIII，1932，pp．205－219．特にpp。214－215を参照．

10）Reatz，a．a．0。，SS，59－631加藤，前掲レアツッ，pp・140－146・

11）拙稿，前掲資料・フィレンッェ，pp，47，49，

12）　Bonolis，G、，Contributo　alla　storia　delle　assicurazioni　in　Firenze，Ar－

　chivio　storico　italiano，XXII，1899，p、313．

13）　Pぬttoli，Le　leggi，cit，，pp，213－214、

14）拙稿，前掲資料・ヴェネツィア，pp、64－65。
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15）　1461年条例は，r1458年11月14日に公布された条例により海上および商

　業の保険は外国人の船舶についてはなされ〔え〕ないことが規定されており，

　　…その点に関し，……大きな乱用が間接的方法およぴ脱法〔行為〕により

　なされ，かかる乱用の結果〔バルセ・ナ〕市の市民，商業団体の商人ならぴ

　にその他の者に大きな損害と不利益を生じている」という理由で定められた

　もので，外国人の船舶およぴそれに積載される貨物について，あるいはバル

　セ・ナ商人から代理権を与えられたかのように仮装し，あるいは同商人に売

　却したかのように装い，あるいは同商人と組合を作って，その名において契

　約し，またあるいは証書に同商人の氏名を借りて契約するなどの揚合に，関

　与した形式的被保険者たるバルセ・ナ商人およぴ実質的被保険者たる外国商

　人に保険金額と同額の罰金を課し，関係公証人およぴその他の関係者にも

　50リブラを課し，さらに関係仲立人はその職を奪れ，以後永久にその職にっ

　ぐことができない旨を定めている．

16）前注15を参照．

17）1420年頃の条例はr一切のジェノヴァ市民……は，いかなる外国人の船

　舶であると，カディスからさらに大西洋に，およぴ逆に大西洋からカディス

　に，またはカディスを含み大西洋に位置するその他の地に，航海し，航海し

　ようとする船舶にっぎ・一・他のいかなる者をも保険し，付保せしめることが

　できる．〔また〕ジェノヴァを出航またはジェノヴァに入航する外国人の船

　舶について〔も〕いかなる……障害もなく，保険し，付保せしめることがで

　きる」と定めている・この規定によれば，あたかも外国船舶の保険が全く完

　全に認められたかの印象を受けるが，実際はそうでなく，この規定には，ジ

　ェノヴァを除くその他の地中海諸港間を航海する外国船舶は含まれていない．

　っまり，かかる外国船舶の保険は依然として禁止されていたのであって，本

　文でrほぽ原則的に」と断ったのは，二のような理由による．

18）C£・Bensa，Gp。cit。，pp，87－881塙，前掲訳p．260．

19）C二Ibid．，pp。88－891塙，前掲訳，pp．261－2621Bonolis，G、，Svolgimento

　storico　deII，assicurazione，Firenze，1901，p，17．

20）拙稿，前掲資料・フィレンッェ，pp．47－50を参照．

21）1405年，1407年およぴ1419年のフィレンツェ条例は，それぞれ「ウニ

　ウェルスィター〔商業団体〕の条例第三部に定められたΩuod　nQn肱nt　se一
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　curitates　super　classibus（船舶に関して保険はなされず）という表題の条

　例は，フィレンッェの市，コンタード〔周辺領域〕またはディストゥレット

　〔外部領域〕において購入された商品またはフィレンッェ市において課税さ

　れた（ghabe11atQ）商品で，フィレンッェの市，コンタードおよぴディスト

　ゥレットから搬出されかつフィレンッェ市で課税された（sghabellato）時か

　ら6ヶ月以内に船舶またはその他の船に船積みされる商品のいかなるものに

　も，適用せず，拡張しないことを定め，命令し，決議した」，「一切のフィレ

　ンッェ人……は，カタロニアまたはその他の地向けに，フィレンッェの市も

　しくはその領域またはポルト・ピサーノもしくはアルノ河口から搬出する商

　品について，カタ・ニア商人を保険することができる旨を命令し，定める．

　カタロニアまたはその他の地域から，ポルト・ピサーノまたはアルノ河口に

　搬入し，荷揚げする一切の商品についても，また同じ」およぴr今後，ピサ

　に搬入されもしくは同市から搬出される外国の商品または物品についてのみ，

　〔外国商品または外国人に関する保険の禁止の条例〕は，取り消され，消滅

　しかつ何ら価値または効果をもたらさないとみなされ〔る〕」と定めている・

　　なお，1405年およぴ1407年の条例は，Bonolisにより発見されたもので

　あり，それらのテクストは，Id．，Contributo，cit．，P・321に掲げられ’ている・

　また，1419年条例は，Piattoliにより発見され，そのテクストは，Ibid。，p・

　236，n．1に掲載されている．

22）　Piattoli，Le　leggi，cit”p。236、

23）拙稿「バルセ・ナの保険条例（2）」r青山経営論集』第19巻第2号，1984年，

　pp，28－41をも参照．

24）　Cf，Caπ6re夕oP．cit・，P・801，n・2・

25）　Cf．Pelaez，La　legislacion，cit．，pp，101－102，n，2y3．

26）　Garcia　i　Sanz，A．，Estudios　sobre　los　origenes　del　derecho　maritimo

　hispano－me（1iterraneo，Anuario　de　historia（1el　derecho　espa丘ol，XXXIX，

　1969，p．315。

27）　Garcia　i　Sanz　i　Ferrer　i　Mal1Q1，0P・cit・，PP・96－97・

28）拙稿，前掲資料・ヴェネッィア，pp，66－67，
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IV－2　同資格一内国船舶・貨物の付保制限

　バルセ・ナ条例は，一方で外国人の付保資格を，否定あるいは制限とい

う形で規制すると同時に，他方で，内国人つまリバルセロナ人の付保資格

をも規制していた．これも，内国人の保険契約者（被保険者）としての資

格，したがって保険契約を締結する私権の問題に他ならない．

　わが国の船舶保険の実際において，契約締結時に保険制限金額が定めら

れることがある．rこれは保険価額のうち保険に付することを保険者が認

める最高保険金額を意味」し，「保険価額と保険制限金額との差額は被保

　　　　　　　　　　　　　1）
険者の自家保険とすることを強制」して，事故発生に関する注意を被保険

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2）
者に喚起するいわゆる強制的自己保有（obligatorischer　Selbstbehalt）ある

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3）
いは強制的一部保険（obligatorische　Unterversicherun9）であり，イタ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4）
リアでは強制的不担保（scoperto　obbligatorio），スペインでは強制的不担

保（descubiertoobligatorio）あるいは強制的一部保険（seguroobligato－
　　　　5）
rio　parcia1）　と㌔、う．

　この種の措置の起源について自説を説く研究者は少ない．しかし，かか

る強制的自己保有制度は，昔時にあっては法定されており，比較的現代に

近いところでは，かの有名な1681年の海事勅令第3編第6章保険の第18
6）

条が，これにつき定めを置いてr被保険者衆は，同衆が〔価額の〕全額の

付保を望んだ旨の明示的表示が保険証券にない揚合には，積み込んでいよ

う財物の1／10の危険を常に負担する」と規定し，原則的に価額の1！10

を自己保有としていた．

　1／10の自己保有は，ギト。ン・ドゥ・ラ・メールの第2章第11条および

　　　　　7）
第15章第3条も規定しており，海事勅令第18条はこれを継受したと思わ
　　　　　　　　　8）
れるのだが，Em6rigonは，これに第8章第7節の一節（表題はDixiO－

me）を献じている。
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　かかる付保制限は，起源的にはさらに古く，1435年パルセ・ナ条例の

定めるところでもあった．

　船舶保険については同条例第2条，貨物保険については同第4および5

条が，それぞれ，r我々の船舶……は，同船舶の価額の3／4のみまで，バ

ルセ・ナにおいて保険されえ，……3／4を超える〔部分〕については，バ

ルセ・ナにおいて，全部であると一部であると，……保険されえ」ず，

「〔国王殿下の〕臣下のものでない船舶……に〔彼らが〕積載し，積載させ

る物品，商品および財物について……1／2のみ，バルセ・ナで保険されえ，

かかる保険を超える部分は無効」で，同r臣下の……船舶に〔彼らが〕積

載するものの3／4について，……同臣下は，物品，商品および財物に関し，

バルセロナで保険されえ，それ以上はできない」と定め，内国船舶保険は

価額の3／4，内国貨物保険は，これを積載船舶が外国船舶か内国船舶かで

二分し，前者は1／2，後者は3／4という付保制限を課して，各残余部分は

強制的自己保有としたのであつた．前に触れた内国船舶積載の外国貨物の

保険に関する制限もこれに関係する．

　しかし，付保制限を被保険者に課し，超過部分を強制的自己保有として，

被保険者に危険発生に対する不利益を負わせ，これに注意を払わせる措置

は，バルセロナ条例の創案にかかるものではなく，すでに1420年頃のジ

ェノヴァ条例において採られていたのである．同条例は，出入港のいずれ

かをジェノヴァとする外国舶舶に関しては全部保険を認めたが，カディス

ー大西洋諸港または大西洋諸港間を航海する同船舶に関しては，r反対の

その他の章または命令に妨げられなければ，それ自身の蟻装〔費〕を含み，

同船舶の価額・価値または評価〔額〕の1／2まで（usque　ad　medietatem

valoris　et　pretii　vel　extimationis　ditorum　vasorum　et　navigiorum，com－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9）
putato　etiam　armamento　ipsorum）付保せしめることができる」とい

う．おそらく，テクストを知りうるものの中では，本規定をこの件に関す
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　　　　　　　　　　　10）
る礪矢とすることができようか．

　今日わが国において，保険制限金額は老朽船舶につき定められることが

多く，比較的事故発生の高い保険の目的物に関して，事故不発生の利益を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11）
被保険者に与えることにより，注意を喚起するために行われているが，15

世紀の付保制限が，同じ目的で行われ’ていたかは，別に検討しなけれ’ばな

るまい．Silingardiは，「保険の最高限度額を貨物または船舶の価額の3／4

とした規定は絶対的で，それは抵触しえないものである．その規定の根拠

は，明らかに被保険者の利益を損害の防止にcoinvolgereすぺきそれ・で
　ユ2）

ある」と言い，またPe1ゑezは，rバルセロナの諸規定……におけるこの

scopertoの意義は明らかである．貨物の保存に対する被保険者の利益に
　　　　　13）
あるに違いない」と言って，いずれも今日の付保制限理由を，バルセ・ナ

条例に緩用するが，果たしてそうであろうか．

　また，1435年条例は，内国船舶保険については3／4，外国船舶積載内国

貨物の保険については1／2，内国船舶積載内国貨物の保険については3／4，

とそれぞれにつき異なる付保制限を課したが，土記理由がかかる相異を合

理的に説明することができるであろうか．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14）
　この相異に比較的細心の注意を払ったのはRea⑫であったから，氏の

所説をまず検討することにする．

　氏が外国船舶・貨物の保険の禁止・制限をバルセ・ナ商業政策の当然な

帰結であるとしたことはすでに触れたが，付保制限理由に関する氏の主張

も，その基調とするところは異ならない．

　バルセ・ナ商業政策の眼目は，当地商業の繁栄であり，これは海運業に

より支えられていたので，つまるところ眼目は当地の海運業の繁栄に他な

らなかった．だから，外国船舶積載貨物の付保制限は，r外国海運に対す

る立法の敵意（Abneigung）」によるところであったのだが，同時にReatz

は，外国船舶の堪航性への不信をも理由の一つに挙げている．
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　他方，内国船舶およぴ内国船舶積載内国貨物の付保制限についても，
　　15）
Reatzは内国船舶の堪航性を考慮しており，その主張を要約すれば次の

通りである．

　バルセ・ナは，その市民が堅固で堪航能力のある船舶を多く所有するこ

とに重大な関心を払っていた．それは，そうではない船舶を有すれば・事

故発生の可能性を高め，もし不幸にして事故発生に至ったときは，乗客・

船員の生命を危く、し，船舶・貨物が海の藻屑となるのみならず・バルセ・

ナ海運の信用の失墜をもたらし，荷送人をして外国船舶の利用に向かわせ，

ひいては当地の富，名声，繁栄をも失わせしめる．船主がその船舶の価額

につき付保しうるかぎり，これは船舶の保存に利益を有さないので・自己

の船舶の堪航性に注意を払わない．たとえ払うにせよ，それはきわめて限

られた程度にすぎない．ゆえに，1／4を強制的自己保有として，損害発生

の折には船主自身も保険者と運命を共有せしめ，事故の不発生に利益を与

える必要があったのである．

　さらに，内国船舶積載内国貨物に関してはこうであった。一般に保険を

付していなければ，荷送人は貨物の安全な運送に利益を有するから，これ

はより安全な運送を期待しうる堪航な船舶を選択し，それに運送を委託す

ることになろう．しかし，荷送人が当該貨物にっいて全部保険を付すこと

ができれば，必ずしもその必要は生じない．けだし，その全価額について，

保険により担保されるからである．だから，314の付保制限を課した．そ

うすれば，貨物の損害に対して被保険者たる荷送人も利害を有することと

なり，堪航な船舶に運送を委託すぺく，努力するに至る．それは，船主が

堪航性に対して細心の注意を払う契機ともなり，つまるところバルセ・ナ

海運の信用を高め，当地の商業の繁栄を帰結するに至るのである・と言う

のである．

　氏が付保制限理由を，バルセロナ商業政策を基調としながらも，同時に
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船舶の堪航性の問題にかからしめたのは，慧願というぺきであろう．実際，

1435年海上保険条例と全く日付を同じくして定められた船舶等に関する
　16）

条例を見れぼ，保険という視点からではないが，当地が当時船舶の堪航性

に多大な関心を有していた事実をつぶさに知ることができるのであり，同

条例によれば，船主衆およぴ船舶書記衆は，船舶の発航前に，コンソル・

デ・ラ・マール等に該船舶が堪航（navigador）かどうか陳述しな：ければ

ならなかった．

　また，Reatzが付保制限をバルセロナの商業・海運政策にかかわらし

めたことにも，さして異論をさしはさむ余地はない．確かに，ポンツァの

海戦において大敗を喫したバルセ・ナは，商船隊の復興，海運業の再生に

きわめて大きな利益を有していたのであるから．

　しかしながら，首肯せざるをえないかの感があるReatz説にも，幾つ

かの問題点を指摘することは可能である．

　まず第一に，内国船舶に積載された内国貨物の問題が存在する．内国船

舶積載内国貨物の付保制限は3／4であった．I　Reatzによれば，一次的に

は，荷送人をして堪航船舶の選択に向かわしめるため，二次的には，それ

を契機として船主に当該船舶の堪航性に対する注意を払わしめるため，そ

して最終的にはバルセロナ海運の信用の確保，さらにその富と名声と繁栄

のために，これが定められたと解されるのである．

　付保制限理由を，上記の第一次的事項に求めるならば，それはありそう

もない．荷送人にそのような選択をするよう，これの付保金額を制限し，

一定の自家保険を強制するなどということがありうるだろうか．付保制限

規定の効果として，被保険者たる荷送人がより堪航な船舶を選択するに利

益を有することとなった，というのであれぱともかく，これを直接的な制

定理由とするには，問題があろう。

　もし同理由を同じく上記の第二次的事項に求めるならぱ，それは間接的
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でしかないといえる．ここでいう付保制限は，貨物保険のそれである．そ

のような付保制限がなぜ，保険契約の当事者でもなく，また被保険者でも

ない船主の該船舶の堪航性確保のために定められるのだろうか．

　内国船舶保険における付保制限理由にのみ限っていえば，Reatzがこれ，

を，船主をして船舶の堪航性に注意を払わしめることに求めたのは，必ず

しも謬見とはいえない1それはきわめて高い可能性を有する見解であろう．

しかし，内国船舶積載内国貨物における付保制限理由に関していえぱ，氏

は，内国船舶保険における自己の所説に不注意にも引きづられた感がなき

にしもあらずである。そのため，氏は上記のような解釈を提示したが，そ

れは，個別に検討するかぎり，きわめてありそうもない仮説でしかないと

いわねぱならない．ただ，かかる付保制限の効果としては，氏の所説が必

ずしも頭から否定されるぺきではないことに注意すぺきである．付保制限

を課せられたために，内国貨物被保険者は損害の発生に利害を有するから，

貨物のより安全な運送に利害を有するし，そうであれぱこれはかかる運送

を期待すべく堪航な船舶の利用を図るであろう，となれば船主は自己の船

舶をより堪航な状態に置き，より多くの運送賃獲得を目指すこととなり，

それはバルセロナ海運の信用を増大させるに至るであろうからである．

　次に，外国船舶積載内国貨物およぴ反対に内国船舶積載外国貨物におけ

る付保制限の問題が存在する・前者にあっては1／2，後者にあっては2／3

が保険しうる限度とされ’ているが，Reatzは果たしてこの相異を合理的

に解釈しているだろうか，氏によれば，前者における付保制限は，外国海

運に対する敵意と外国船舶の堪航性に対する不信をその制定理由とし，後

者の付保制限は，そのような保険を禁止することがバルセロナ海運にとっ

て利益とならないため，とした．少なくとも，Reatzはこれら両者の揚

合の付保制限の関係に注目することはなかった．そのために，それぞれの

制定理由はあたかも全く関係なきがごとしである．もちろん，両者の付保
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制限が，全く独立の，互いに無関係な理由で定められうる可能性がないわ

けではない．しかしそれでも，Reatzの特に後者における付保制限理由

の解釈には問題がある．

　氏の見解を整理すれぼ，外国貨物の保険はそれが外国船舶に積載される

場合には無効とされていたので，たとえ内国船舶に積載されるとしても，

保険の目的が外国貨物であるかぎり，バルセ・ナの商業政策上これを禁止

の方向に進めることとなろうが，そうした揚合には外国荷主がバルセロナ

船舶を利用することには何も利益を有さないことになる，それはバルセロ

ナ海運にとって望ましいことではない，むしろ外国荷主をしてバルセロナ

船舶を利用させるぺく，何らかの配慮があってしかるべきで，そのために

価額の2／3の範囲内で付保しうることを認めた，ということになる．本来

ならぱ禁止され’るところ，バルセ・ナ海運の利益のために2／3の範囲で認

めたのである．外国船舶積載の内国貨物については1／2とされ，明らかに

差が設けられているから，その相異には何らかの合理的解釈がなされるべ

きであろうにもかかわらず，氏に説くところはない．なぜ被保険者が内国

人である外国船舶積載内国貨物の保険よりも，被保険者が外国人である内

国船舶積載外国貨物の保険における方が，より広い範囲で保険しうること

が認められたのだろうか．これに関しReatzは寡黙である．

　もし，氏の立場に立って推論するとするなら，外国海運に対する敵意と

外国船舶の堪航性に対する不信がより勝っていた，外国の荷主であろうと

も，バルセ・ナ海運の利益のために，該貨物が内国船舶に積載される揚合

に限って，価額の2／3の範囲で保険を認めたが，おそらく外国被保険者に

保険の利益を享受させるには抵抗があった，だから内国船舶積載内国貨物

の保険より少ない範囲でしか認めなかった・一方，外国船舶に積載された

内国貨物については，付保制限を1／2とした，内国荷主を被保険者とする

かかる保険にあって，これを保護するにはより十分の保険を利用させるの
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が望ましいだろうが，そうもいかなかった，パルセ・ナは外国海運と対抗

関係にあったから，これに塩を送ることには我慢がならなかったし，また

外国船舶の堪航性には不信を感じるところ少なくなかった，だから先の例

よりもさらに厳しい1／2という付保制限を課した，外国海運に対する敵意

と堪航性不信がより勝っていたのであるということになろうが，重要なの

は，これら二種の保険における被保険者は，一方が外国商人，他方がバル

セ・ナ商人，と異なり，外国商人に対して2／3の範囲で保険を認め，バル

セ・ナの内国商人にはそれよりも小さい1／2の範囲でしか認めていない点

である．それはバルセロナの保険を利用する内国諸商人のなす商業取引を

圧迫し，当地の商業政策に全く逆行する事態といわねばならない．かかる

異常な事態を，Reatzのように，外国海運に対する敵意と外国船舶の堪航

性に対する不信，そしてバルセ・ナ海運の利益をもって正当に解釈しうる

であろうか．

　最後に，条例自身の掲げたこれの制定理由をReatzが考慮しなかった

問題を取り上げなけれぱならない．氏は不注意でこれを看過したわけでは

なく，むしろ意図的にこれを考慮の外に押しやった．つまり，氏はrその

〔付保〕制限は保険において重大な諸詐欺的行為（grobe　Betr廿gereien）を

防止するために導入された，というしばしぱ不用意に主張されるにすぎず，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17）
理由付けをもしない主張は，とにかく我々の条例に関しては正しくない」

という．しかもその原因は，詐欺的行為を不当に高額な保険価額の申告に

のみみた結果であった．氏によれば，r〔付保制限に関する〕本規定により

防止されるぺき詐欺的行為（Betmg）は，保険に付された物の価額を被保

険者があまりに高く申告し，不幸の〔発生〕の場合にその損害〔額〕以上

になる額を保険者から獲得しようとすることに見出されうる。かかる詐欺

的行為（t勘schende　Handlung）に対してのみは，十分に足る諸規定が
　　　　　　　　　　　　18）
すでに他の所であてがわれていた」とする．不当に高額な保険価額を申告
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し，全損発生の揚合には，保険金額の範囲内で，その価額に見合った保険

金を取得するという詐欺的行為には，確かにこれを勘案して定められた規

定が存在した．だから，詐欺的行為をこれにしかみなかったReatzにと

って，それ以上の詮索は必要でなかった．しかし，許欺的行為といっても，

これが上の例に限られるぱかりでないことは当然であろう．とすれば，他

の例の詐欺的行為，これを防止するために付保制限を課したという解釈も

成り立つし，少なくともそのような可能性の存在することにReatzは配

慮しなかった．

　前に触れたように，1435年条例は，「一切の詐欺および害悪，疑義なら

びに論議を一掃するために，したがって被保険者のみならず保険者の保護

のために」定められたのであるから，付保制限理由を間題とするにあたっ

ては，上記文言が重大な鍵を握っていようにもかかわらず，Reatzがこれ

を詳細に検討することを怠ったのは，大きな欠陥といわねばならない．

　当時どのような詐欺的行為が保険契約に寄生していたか，その詳細を調

ぺるのはきわめて因難である．しかし若干の例を挙げるのは易しい，ある

いは老朽船舶，またあるいは事故の情報の到達後の保険に関する詐欺的行

為である．

　老朽船舶は許欺的行為の温床であった．第一に挙げられるぺきは，不当

に高くこれの価額を申告し，成功裏に多額の保険金を取得することで，多

くの著者がこの件に触れている．比較的古いところでは，1676年のMo1－
19）

10yが，被保険者が老朽船舶を有し，これをその価額以上で付保して発

航させ，これが沈没。難波した揚合には，詐欺的で，保険者は貴めを負わ

ないと記述している．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20）
　老朽船舶に寄生した詐欺的行為はこれに留まらない．1622年のMalynes

によれぱ，売却しえない程の老朽船舶を有し，その老朽さが原因となって，

該船舶が破壊・沈没した揚合に，保険金を請求することは詐欺的行為であ

　　　　　　　　　　　　　　91



一橋大学研究年報　商学研究　29

る，　ともされた。

　事故ないし無事の情報が到達した後に締結された保険は，すでに危険の

発生・不発生が確定しているから無効とされる．しかし，今日のように情

報伝達手段が高度に発達している時代であれぱともかく，そうでない時代

においては，情報が到達したことを証明するのに大きな困難があった・た

めに，事故の情報を了知しているにもかかわらず，保険者の不知に乗じて

契約を締結し，保険金を取得する詐欺的契約者が存在した・だから，ジェ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21）
ノヴァにあってはいち早く，この種の保険の無効が定められたが，かかる

詐欺的行為は1435年頃も多く行われていたに違いない・同年の条例には・

これに関する規定は存在しないが，後の1458年の条例が定めるところだ

からである．

　言うまでもなく，かかる詐欺的行為は内国船舶，外国船舶，さらに内国

貨物，外国貨物の別を問わなかったが，どちらかといえぱ外国船舶，外国

貨物に関する方が多かった．条例が直接的には外国船舶保険禁止理由とし

て先の文言を掲げ，また外国船舶積載外国貨物の保険禁止に関する第3条

では再びr一切の詐欺を排〔するため〕」と繰り返していること自体，か

かる事情を確かに裏付けている．

　とすれぱ，詐欺的行為に付保制限理由を求めることができるのではない

　　22）
だろうか。この揚合には，付保制限は被保険者に損害発生に対する利害を

有させ，注意を喚起するための方策で，詐欺的行為とは関係ないという批

判が即座になされるかも知れない．しかし，これには，Weskettの言を

もって解答に代えることとしよう．「もし被保険者衆が被保険利益を立証

しなければならず，そして損害の比例的一部を自身に負担するならぱ，こ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23）
れは当然にかかるスキャンダラスな〔詐欺的〕実際を防止するだろう」と・

　条例自体が詐欺的行為に触れるほど，これの問題は切実であった．しか

して，条例は詐欺的行為に対して付保制限をもって対処することとした．
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禁止といった手段を取りうる揚合には当然にそうすることで厳格な姿勢を

採ることとしたが，バルセロナ商業の利益が関与する場合には，そうもい

かなかった．外国船舶およぴ同船舶積載貨物の保険の禁止はまさに前者の

例だが，内国船舶およぴ同船舶積載内国貨物，内国船舶積載外国貨物なら

びに外国船舶積載内国貨物の保険は後者に属す．

　内国船舶および同船舶積載内国貨物の保険について条例は3／4の付保制

限を課した．私見によれぱそれは被保険者の詐欺的行為の防止を直接的理

由として，114の自家保険を強制し，保険の目的の保存に利害を有させる

ためであつた．さもなければ，保険はかかる行為のえじきにされ，，保険者

の損害は甚大となるのみならず，バルセ・ナの利益にも惇る・

　付保制限理由を上記のように詐欺的行為の防止に求めるならば，再三触

れている条例自身が掲げた制定理由とも，また外国船舶および外国船舶積

載外国貨物の保険の禁止理由とも一致し，理論的整合性が保たれることと

なろう．

　内国船舶積載外国貨物とその逆に外国船舶積載内国貨物の保険の制限は，

それぞれ2／3，1／2とされたが，これもその直接的制定理由は，上記と同

様に詐欺的行為の防止にあった．しかし，これらは船舶および貨物の各利

害関係が錯綜しているため，単純に被保険者の詐欺的行為に対する防止の

みから定められたわけではなかった．おなじ外国貨物に関する揚合であっ

ても，その積載船舶が外国船舶であれば禁止・無効，内国船舶であれ’ば

2！3の付保制限，同様にして内国貨物保険の揚合も，積載船舶が外国船舶

であれば付保制限1／2，内国船舶であれぱ同3！4とその扱いを異にしたこ

とが如実に物語っている．

　積載船舶を同一のものとすれば，内国貨物の保険の方が外国貨物のそれ

よりも，バルセロナの利益に深く関係するから，これの付保制限はよりゆ

るめられるのが当然であろう．一方・同一貨物にあっては，その積載船舶が
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内国船舶である方が外国船舶であるよりも，これまたバルセロナの利益に

関係するから，より寛大な付保制限が設けられることとなろう、しかし上

の二つの場合は，この二つのケースが入り混じっているのである．内国船

舶積載外国貨物の保険においては，同内国貨物の保険の揚合よりも付保制

限は厳しく（3／4に対し2／3），外国船舶積載同貨物の保険の揚合よりも寛

大であったし（禁止・無効に対して付保制限2！3），外国船舶積載内国貨物

の保険においては，同外国貨物の保険の揚合よりも付保制限は寛大で（禁

止・無効に対して付保制限1／2），内国船舶積載同貨物の保険の揚合より

も厳しかった（3／4に対し1／2）ことは当然としても，被保険者したがっ

て受益者が外国人である先の例における方が，これを内国人とする後の例

よりも，付保制限に関してはより寛大な扱いを受けており，受益者に対す

るバルセロナの利害からのみいえぱ，その状況はまったく理不尽な逆転を

示しているのである．しかしこの奇妙な現象を解くのは容易である，つま

り，保険契約の受益者が内国人であるか外国人であるかに対するバルセロ

ナの利害関係よりも，保険の目的たる貨物の積載船舶が内国船舶であるか

外国船舶であるかに対する利害関係の方がバルセ・ナにとって重大であっ

たからに外ならない，とすれぱ，問題は後の利害関係がなぜバルセロナに

とってより重大であったかにしぽられてくる．

　貨物の損害発生の可能性は，その積載船舶に左右されるところがきわめ

て大きい．特に15世紀といった古い過去においては，当然以上のものが

あったに違いない．それは，1622年，1世紀ばかりの時間のずれが存在

　　　　　　　　　　　　　　　　　24）
するが，この年に発行されたMalynesの著作からもうかがい知ることが

できる．これには，保険取引に際してなすぺき保険者の注意事項が記載さ

れ，その中に船舶の良好さ，船舶の新旧いずれの建造かということが掲げ

られているのである．船舶の良好さ，船舶の新旧いずれの建造かは船舶保

険の引き受けについてはもちろん，貨物保険の引き受けに際しても，保険
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者の特に注意すぺき事項であった．これはとりも直さず，当時の貨物保険

においては，これの損害発生の可能性が積載船舶に大きく左右されていた

事実を物語っている．この揚合に，積載船舶が外国船舶であるか内国船舶

であるかは，貨物保険者が保険引き受けに際してまず注意しなければなら

ない事項であったであろう．Reatzもいうように，その堪航性に不信があ

ったのも事実かもしれない。いずれにせよ，バルセロナが建造等に直接干

渉しうる内国船舶よりも，それができない外国船舶に，貨物保険者の注意

が向けられたのは明らかであるに違いない．そうであれぱ，「被保険・者の

みならず保険者の保護のために」定められた条例が，積載船舶を外国船舶

とする貨物保険に対して，より厳しい付保制限を課したのは自ずから理解

しうるところとなる，だから，条例は外国船舶積載内国貨物の保険に対し

ては，内国船舶積載外国貨物の保険よりも厳しい1／2という付保制限を課

したと考えうるのである．

　かかる苛酷な付保制限は，内国荷主の大きな犠牲の上に成り立つから，

これの不満は増大する．しかして，わずか一年後には，是正されることと

なり，1436年条例では，内国船舶および内国船舶積載内国貨物について

は4／4，外国船舶積載内国貨物については3／4の範囲で付保しうることと

なった．

　しかし，この付保制限の緩和は，望ましい効果を産むというよりはむし

ろ，従来の詐欺的行為の発生を助畏し，事態を深刻化ざせたにすぎず，

1452年条例は，原則的に元の1435年条例の状態に立ち戻るとともに，外

国船舶積載内国貨物については，さらに厳しく禁止することにした．同条

例第2条はr国王殿下の臣下のものでないかかる船舶……に積載され，さ

れる，されるぺきいかなる物品，商品または財物も，いかなる方法であれ，

全部であると一部であると，バルセロナで保険され，保険されるぺきでな

い」旨定めている．ただし，ジブラルタル海峡以遠に運送される内国貨物
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は，外国船舶に積載されるとしても，価額の全額について付保しえた（第

4条）．それは，取引の損害（1458年条例第2条，Valls　i　Tavemerも同

じ）を考慮したきわめて異例な措置であった・

　1452年条例の立揚は，1458年条例の，受け継ぐところとなり，そして

1484年条例によって，付保制限は，内国船舶について7／8，内国貨物につ

いては，積載船舶が内外国であると，差別なく，同じように7／8に改めら

れるのである．ここに至り，詐欺的行為を原因とした以前の付保制限は・

事故防止への被保険者の利益を勘案した今日的それへと変質したとみなす

ことができるのであって，半世紀ほどにわたる長い，詐欺的行為との闘争

からの結実に相異ないのである、

　ところで，内国人であろうと，外国人の揚合と同様に，冒険貸借金につ

いても付保制限が行われたことには変わりがない・外国船舶に対する冒険

貸借に関しては，すでに触れたので，内国船舶のそれにのみ言及する・

　1435年条例では，外国船舶に関する冒険貸借金は，債権者が内国人で

あると，外国人であると，付保することはできず（第1条），内国船舶に

関するそれは，3／4の範囲でのみ付保可能であった（第2条）・そして・内

国貨物に関するそれも，同様に3／4の範囲で付保可能とされている（第5

条）．外国貨物につきなされた冒険貸借に1435年条例は触れていないが，

それは付保できなかった，と解することができる．

　基本的に，1435年バルセロナ条例は，冒険貸借契約それ自体に関する

契約当事者資格につき，制限を加えることはしなかった・だから・外国人

であろうとも，当然に冒険貸借契約を締結することは可能であった、しか

し，同条例は，これに関し，海上保険という点から干渉し・質権設定の客

体が，外国人の所有か，内国人の所有かを基準に，前者については付保不

能，後者については，3／4の範囲で付保可能としたのであった・

　これも，詐欺的行為の排除を目的としたものと解して，それ程大きな誤
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ちを犯すことにはならないであろう．間接的には，バルセ・ナ海運の復

興・繁栄に資するためでもあった．内国船舶・貨物に関する冒険貸借金の

付保可能性は，冒険貸借契約がもっぱら上記船舶・貨物に集中することと

なるので，バルセロナ海運への資金提供を確保することになるからである．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25）
　当時のこの種の契約としては，1437年11月29日付契約があるが，こ

れでは，9名の保険者衆が，バルセ・ナの両替商Pere　Jaume　de　Sant

Joanに対し，貨物とともに冒険貸借金につき，総額1300リプラ（保険料

率は6，5％ないし7％）の保険を，「条例のフォームに従い」（segonsfoma

de　les　ordinacions）締結している．

　1435年条例の立揚は，1452年条例に継受され，さらに1458年条例に

受け継がれるところであったが，ジブラルタル海峡以遠に運送される貨物

の冒険貸借については，1458年条例が2／3の付保制限を課した（第2条，

Valls　i　Tavemerも同じ）、1484年条例は，外国船舶に関する冒険貸借も

3！4の範囲で付保可能とするとともに（第1条），内国船舶は7／8（第1条），

貨物は3／4（第1条）の限度で付保しうる旨を定め，これに関するバルセ

ロナの基本的枠組みが完成するのである，

　なお，付保制限適用除外貨物として，先に述ぺた食料品，およぴ鉄材，

錨，木材，帆布（1458年条例第17条，Va11s　i　Tavemerでは第22条）

が存在するのであって，前者に関しては，バルセロナに搬入され’ることの

みを条件とし，その積載船舶のいかん，さらに所有者いかんは全く問われ

ることなく，全額付保可能であったが，後者に関しては，ジブラルタル海

峡以遠から搬入され，かつその所有が内国人にかかることの二つの条件が

課せられていた，いずれも，当市の公益を考慮した結果に他ならないが，

とりわけ，前者に関する1435年条例の該規定が，ペストに続く農業危機

そしてそれによる社会不安を考慮して定められたことには，何も疑問の余

地がなく，後者に関する1458年条例の該規定が，バルセロナの造船業振
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興のために定められたものであることも明らかであろう。

　例外措置はあったものの，原則として，付保制限が課せられたために，

自己保有部分をバルセ・ナ以外の地において付保しようとする者が存在し

たらしい．このような脱法行為を黙認すれば，付保制限規定は実質上飾り

物となり，その目的が果たせないから，バルセ・ナ条例は，これにつき配

慮する規定をも置いた．

　1435年条例第2条は，規定して，次のようにいう．「なお，その他の地

域でも，同3／4の残額までしか保険されえないことを了解し，もしそうす

ることあるならぱ，超えて保険した部分〔超過部分〕は無効で，それにつ

いて被保険者は，バルセ・ナの保険者に，いかなる地域であるといかなる

方法であると，同3／4を超えて彼ら〔被保険者〕が保険されたと認められ

る一切・すべてを償還する義務を負うことを了解する」と．

　この規定は，内国船舶に関するものであり，1452年条例第3条，1458

年条例第4条，そして1484年条例第6条に，若干の文言の変化は存在す

るが，継受されたのであった．後の三規定はいずれも，付保制限違反に関

する一般規定と目されるのであって，その揚合には，保険者は，船舶保険，

貨物保険を問わず，違反して被保険者がバルセ・ナ以外の地で，付保制限

を超えて付保した金額を，支払うぺき保険金の額から控除することができ

た．したがって，この超過して付保した額は，被保険者に対する制裁金で

あった，しかし，1435年条例の上記規定が，一般的規定であったと解す

ることはできず，本条例においては，ただ内国船舶に対する付保制限に違

反した揚合にのみ，かかる制裁が加えられたとみなさざるをえないのであ

って，内国貨物については，単に超過部分が無効であったにすぎない・

　　1）　葛城『海上保険講義要綱』昭和48年，p．27。

　　2）　Bruck，E，Das　Privatversicherungsrecht，Mannheim・Berlin。Leipzig

　　1930，S．5251Ritter－Abraham，Das　Recht　der　Seeversicherung，1，Ham一
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　　burg　1967，S。241。

3）Bruck－M611er，K・mmentarzumVersichemngsvertragsgesetz，8．Aua，，

　　II，Berlin　1980，SS．373－374．

　　　なお，ドイッでは自己保有義務（P且icht　des　Selbstbehalts），自己参加義

　務（Pnicht　der　Selbstbeteiligung），合意的自家保険（vereinbarteSelbst－

　versicherung）とも言われる．

4）　Feπ＆rini7S．，Le　assicurazioni　marittime，Milano，1981，p．280；Silin喝

　gardi7G．，Lo　scoperto　obbligatorio　come　strumento　di　tutela　contro　la

　frode　o　negligenza　del1，assicurato，in　Le　or（iinanze　di　Barcelona　del　XV

　secolo　su11e　assicurazioni　marittime（a　cura　di　Ramane11i，G．），Archivio

　g玉uridico，CLXXXV，1973，pp。132－137．

5）　Pelaez，Cambios，cit．，p．180．

6）　Pardessus，Collection，cit、夕IV，Paris，1837，p．372．

7）Cleirac・E・・Vs，etc・vstvmesdelamer，B・vrdeavx，1661，PP．238et

　318．ギドンの他にも，1526年フィレンッェ条例第6条，1538年ブルゴス条

　例第2条，1552年セビリア条例第162条，1556年同条例第32条，1560年

　ビルバオ条例第26およぴ40条，1602年およぴ1624年ヴェネツィア条例が

　ある．

8）Em6rig。n・B・一M，Trait6desassurancesetdesc・ntratsalagr。sse，1，

　Marseille，1783，pp．218－222．

9）　Bensa，oP．cit，，P．15免

10）Garcia　i　Sanz　i　Ferrer董Mallolによれぱ，1397年を境にして，以後

　一部保険の強要が行われたらしい・例として，1397年9月6日付契約，1399

　年9月10日付契約，同年10月1日付契約が掲げられている（op．cit，，p，

　188）。

　　なお・Boscoの伝えるところでは，1380年頃のジェノヴァ条例において，

　すでに価額の2／3が自己保有とされた由である（Boiteux，Qp．cit．，p．103）．

11）加藤r改訂海上被保険利益』昭和26年，p．1221Bruck，a．a．O．，S．5251

　Bruck’M611er7a・a・O・，S・3731Ferrarini，op。ciし，p．280などを参照，

12）SiHngardi，op，cit，，p。133．Silingardiはとりあえず本文に掲げたように

　主張するが，さらにその理由をより深く詮索するのであって，それについて
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　は，後の注22を参照。

13）　Pe1ゑez，pp，143－144。

14）Reatz，a。a．O．，S．641加藤，前掲レアッッ，pp。146－147．なお，拙稿，

　前掲バルセ・ナ（2），pp．42－57をも参照．

　　Reatz，a，a．，0．，SS．82－85；加藤，前掲レアツツ，pp・170－172・

　　Capmany　y　de　Monpalau，Memorias，reedici6n，cit。，pp．452－455．

　　Reatz，a．a．O．，S．821加藤，前掲レアツツp．170、

　　Reatz，a。a．O．，S．831加藤，前掲レアツッ，p．170．

　　Molloy，C．，De　jure　maritime　et　navali，London夕1676，p。241．

　　Malynes，G．，Consvetydo，vel　lex　mer（ゑtoria，London，1622，p、149．

　　本書は，イギリスにおける保険論著の端緒をなすものであり，彼の保険論

　には学説史的に大きな意義を認めることができる．その点にっいては，拙稿

　rGerardMalynesの保険論」r青山経営論集』第21巻第3号・1986年・

　PP。79－97，

21）　1420年頃のジェノヴァ条例が定めている，本条例のテクストは，Bensa，

　op．cit，pp．159－160に掲げられており，その訳については，拙稿r1420年

　頃のジェノヴァの保険条例」r一橋大学社会科学古典資料センター年報』Nα

　4，1984，p．10を参照，

22）　バルセロナ条例の付保制限規定が詐欺的行為の防止という理由から定めら

　れたとする見解は，古くはBenecke，最近ではSilingardiにより主張され

　たところでもある．ちなみに，Beneckeによれぱ，r主として被保険者に・

　保険に付された物の保存により注意を払わせるためおよぴ保険における重大

　な詐欺的行為を防止するために，種々の古い保険条例は，被保険者にとって

　価額の一定部分が担保されない状態にすることを規定している．だから，バ

　ルセロナ条例は，内国人に被保険利益の7／8を超えて保険させることを禁じ・

　外国人に3／4を超えて保険させることを禁じた」とされ（Benecke・W・，Sys－

　tem　des　Assekuranz－und　Bodmereiwesens，1，Eamburg1810，SS．453－454），

　Silingardiによれば，r規定が，被保険者の相対的には容易にコントロール

　　しえない詐欺に対して，特に厳しく保険者の立揚を保護する二とに意を払っ

　　たのは偶然でない，保険は最大善意の契約であったし，今なおそうなのであ

　　る」とされている（Siligaτdi，op．cit，，pp，133－134）．

15）

16）

17）

18）

19）

20）
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23）weskett，J・，A　complete　digest　of　the　theory，1aws，and　practice　of

　insurance，London，1781，p．227，

24）Malynes，oP．cit，，P．158．

25）　Garcia　i　Sanz　i　Fen’er　i　Mallo1，0p．cit．，pp。509－513．

IV－3　保険者資格

　前2節においては，保険契約当事者資格の一方，すなわち保険契約者

（被保険者）資格という点から，外国船舶・貨物の保険の禁止・制限と内

国船舶・貨物の付保制限に触れたが，相手方たる保険者としての資格につ

いてはどうであったか．

　今日のわが国では，外国人の保険者資格につき，外国保険事業者に関す

る法律が一定の要件を定めている・それによれば，大蔵大臣の免許を受け，

1000万円の供託をなすことにより，わが国において保険事業を開始する

ことができるのであって，かかる要件を満たすかぎりでは，外国人の保険

者資格も，特段制限されているわけではなく，原則として，内国人とほぼ

平等に取り扱われている．

　しかし，保険誕生後日も浅からぬ時代にあってはどうであっただろうか．

普通に考えれば，自国の利益が優先していた14・5世紀には，保険者資格

も内国人にのみ認め，外国人については一定の制限を置くか，あるいは全

面的に否定するか，いずれかの方策を採って，実質上保険者としての私権

を制限していたと思われるが果たしてそうであったか．

　この点に関して典型的なのはフィレンッェであった．当地においては，

1441年8月11日付条例により，外国人の保険者資格が認められたのであ

って，それ以前においてはそうではなかった．

　　　　　1）
　1441年条例は，「同（フィレンッェの〕コムーネのいかなる大ガレー船

に積載される外国人の物品に関して，保険は行われうる」（Possmt飴ri
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securitates　super　rebus　forensium　onerandis　super　quacumque　galea

grossadictiComunis）という題名を有し，フィレンッェ建造の大ガレー

船に積載される物品は，それが外国人の所有にかかると内国人の所有にか

かると，付保しうる旨を定めるのだが，これには，ややもすれば見逃がし

がちな一実際本条例のテクストを掲げたBensaは看過した一重大な

文言が挿入されているのである・

　本条例によれぼ，上記物品について，いかなる保険も《且eri，prestari

et　recipi》されることが可能であるとされている・しかし，以前の諸条例，

　　　　　　　　　　　　　2）　　　　　　　　　　　3）
たとえば1419年12月23日付条例あるいは1439年条例では単に《飴ri》

とされていたにすぎなかった．

　《prestari》は，《Heτi》のタウト・ギーにすぎず，いずれも《essere　fatto》

（行われること）を意味するにすぎない。これらに対し，《recipi》は《es－

ser　recevuto》（受け取られることないしは獲得されること）の意であって，

上記二語とは対照的であると同時に，1441年条例により新たに付加され

た語である．

　この語の付加には，重大な改正の意図が含まれていた。つまり，フィレ

ンツェのコムーネ自身が建造した大ガレー船に積載される物品については，

それが外国人の所有であるとフィレンッェ人の所有であると，いずれの揚

合であれ，いかなる者からも（de　quacumque）保険が受け取られあるい

は獲得されうるのであり，外国人保険者からでさえ，保険が受け取られあ

るいは獲得されうるのであって，ここにフィレンツェは従来の立揚を改め，

上記物品に関する限りでは外国人に保険者資格を認めることになったので
　4）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5）
ある．1441年条例のこの重大な改正は，1464年条例が追認するところであ

り，同条例では，明らかにフィレンツェ人が外国人から保険を得ることが

できる旨定められている．

　したがって，フィレンツェにおいては，外国人に保険者資格を認めたの
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は1441年のことであり，それ以前においてはそうではなかった．しかし

また，当地において，当初から外国人の保険者資格が認められていなかっ

たかどうかについては，現在の史料状況からいって，にわかに判断するこ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6）とはできない．少くとも，テクストの現存する諸条例を見る限りでは，外

国人が保険を営むことを禁ずる条例は見当たらない．

　一方，ジェノヴァおよぴヴェネツィアにあっては事情は異なっていた．

外国商人に大幅な自由の認められていたジェノヴァでは，多数のトスカー

ナ出身者が保険を引き受けており，かかる保険者には，ピサのRanieri　di

Campiglia，フイレンツェのGeri　de’Lapi，Lorenzo　Paccini，Simone　Guas－

cone，LorenzodiFore，Francesco（ie’Franceschi，ルッカのLandoVannelli
　　7）
がいた．また，ヴェネッィアでは，当地最古の保険証券と言われる1395

年10月22日付証券に登揚する二名の保険者の内一名はトスカーナ出身者
　　8）　　　　　　　　　　　　　　　　　9）
であり，さらにこれ以前の訴訟関係史料における保険者も，あるいはジェ

ノヴァ人，あるいはトスカーナ出身者であった．

　バルセ・ナにおいては，当初から保険者は外国人であり，1377年6月

2日の契約に現れる保険者はもともとイタリア，アスティの出身で，後に

ジェノヴァさらにバルセ・ナに帰化した商人Luchino　Scarampiであっ

たし，14世紀末の契約でも，これはジェノヴァ，フィレンッェ等の商人で

あった．というよりは，むしろバルセロナに海上保険を伝えたのがそもそ

もイタリア商人であるといった方が正しく，バルセ・ナ固有の商人が保険

者として登揚するのは・1400年を過ぎてからのことでしかない，

　バルセ・ナにおける初期の保険契約を見ると，始めはジェノヴァの影響

を受けていたが，ほぼ1399年頃からトスカーナのフィレンツェの影響が

　　　　　　　　　10）
色濃く契約に反映している．そして，1428・29年に，バルセ・・ナ海上保

険市揚において支配的地位に立っていたのは，フィレンッェ人であった．

これは，全契約件数の約48％（246件，外国人が引き受けた全件数の約
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62％）を引き受け，保険金額は総額の約38％（46，245リブラ，外国人が引

き受けた総額の約70％）にも達した．ついで，ジェノヴァ人が力を有し

ていたが，さらには，ルッカ人，ビーサ人がおり，わずか1名だが，ドイ

ッ人も17件，2，125リブラの保険を引き受けていた，まさに，当時のパル

セロナは，国際的マーケットであったのである．しかし，すでに見たよう

に，バルセ・ナ海上保険市場の活力は地に落ち，そして少しずつながら，

回復の道をたどるのだが，それは同時に，当市揚がバルセロナ固有のそれ

へと変質していく過程でもあった・やがて，外国人の保険者としての地位

は，見る影もない程に下がり，これに代わってバルセ・ナ固有の商人が支

配力を獲得するのである．

　かかる過程の中においても，外国人の保険者資格に，バルセ・ナ条例が

干渉することは全くなかった．1435年ないし1484年の諸条例は，いずれ

も外国人に完全な保険者資格を与えていたのであって，外国人といえども

当地においては十分に保険取引を行うことが可能であったのである．

　なお，バルセロナにおいても，当初の保険者は個人であり，会社形態の

ものではなかった．しかも，多くの契約において，共同保険が行われてい

るのであって，1名の個人の保険者が単独で保険契約を引き受けた例は，

少ない，多くの例では，数名の保険者衆が保険を引き受けているが，しか

し，後には，171名もの保険者衆が1件の保険契約を共同して引き受けた

　　　　　　11）
ケースも存在した．しかして，カタロニア最古の保険会社が設立されたの

　　　　　　　　　　　　　　　12）
は，さらに後の1707年のことであった，

　　1）　Bensa，Qp。cit，，pp。165－166，

）
）
）
）
）

2
3
4
F
D
6

Pぬttoli，oP。cit、，P，236，n・1，

Bensa，op．cit，，pp．16ヰー165，

Piattoli，oP、cit。，PP、241－243e245－246・

Bensa，op．cit．，pp。168－170．

筆者が調ぺた限りでは，テクストの現存する1441年以前のフィレンッェ
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　条例としては，1393年5月9日付条例，1394年3月17日付条例，1405年

　12月の条例，1407年12月31日付条例，1419年12月23日付条例，1439年

　10月の条例がある．ただし，1439年条例はそれ自身のテクストが現存する

　わけではなく，その点では上に列挙すべきでないかもしれないが，テクスト

　の少くとも一部は1463年条例に引用されているので，これもテクスト現存

　条例の一つに掲げた．

7）Bensa，op。cit，，p．81，n、11塙，前掲訳，p．157．

8）Stefani，op．cit，，p．68．1395年証券は，Piattoliにより発見されたもので，

　Id，，Ricerche　intQmo　alrassicurazione　nel　me（lioevo－II，Una　scritta

　disicurtavenezianade11395，Assicurazioni，1938，PP。358－359にそのテ

　クストが掲げられている．なお，木村，前掲ロイズ，pp．83－85参照．

9）　Stefan三，op．cit。，pp，69－72．

10）　Garcia　i　Sanz　i　Ferrer　i　MaUol，op．cit．，p。138。

11）　Pelaez，Cambios，cit．，pp，167－170，なお，Garcla　i　Sauz　i　Ferrer　i　Mallo1，

　　oP，cit．，PP．165－168をも参照．

12）　Cf．Pelaez，C＆mbios，cit，，pp。172－173，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（未完）
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